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オーストラリア教育の概略

一これから研究をする人のために-‐

オーストラリア教育研究会会長

笹森健

最近、オセアニアの教育、特にオーストラリア、ニュージーランドの教育を研究しようと

する人が増えたことは、大変喜ばしいことである。わが国でもアジアの一員として環太平

洋諸国の現状を知ることは既に重要視されていることであり、この地域に目を向ける必要

性は日増しに認識されてきている。政治、経済、生物などの研究は既に相当程度進められ

ていることは、衆目の一致するところであるが、教育面は今一一歩と言わざるを得ない。

このような状況の中で、環太平洋で南半球の主要国であるオーストラリア、ニュージーラ

ンドの教育面での状況を把握して、お互いに協力関係を樹立していくことは大切なことで

あり、積極的に推進する必要があると考える。わが国でこれら諸国の教育研究を進めよう

とする芯い研究背が地えてきたことは歓迎すべきことである。と同時に、研究者だけでは

なく、多くの人がこの地域の教育に関心をもち始めていることも事実で、今後に期待した
い。しかし、これらの人がどの程度現地の教育に関する知識をもって研究を始めようとし

ているか、その問題意識はオーストラリアの教育全体からすればどのようなものであるの

か等を分かっている人はそう多くはない。そこで、オーストラリアの教育に関し研究を始
めようとする人や、オーストラリアの教育に関心をもつ人のために、オーストラリアの教

育を考えるに当たっての視点等について以下に記したい。糸口を発見する参考にして頂け
れば幸いである。なお、文中の数字は別に記す以外は1993年現在のものである。

(1)国のプロフィル広大な土地に少ない人口、それも海岸地域に集中している国である。
人口は約17,662,000人で日本の約７分の１、国土面積は約7,682,300平方キロで日本の約
21倍。６州２直轄区から成り、ニューサウスウェールズ州（以下ＮＳＷ）、ビクトリア州
（以下ＶＩＣ）、クイーンズランド州（以下ＱＬＤ）、南オーストラリア州（以下ＳＡ）
、西オーストラリア州（以下ＷＡ）、タスマニア州（以下ＴＡＳ）、首都直轄区（以下Ａ
ＣＴ）、北部準州（以下ＮＴ）である。人々 の多くは海岸沿いに住み、特に東海岸の３州

（ＮＳＷ，ＶＩＣ，ＱＬＤ）に集中している。先住民のアボリジニーとトーレス海峡の島
民は、1991年の国勢調査によれば265,378人で全人口の約1.5%となっている。

②オーストラリアは移民の国である。国の歴史は２００年を越えたばかりであるが、その

間２００カ国近い国からの移民があり、１０人に４人は移民或いは移民第一世代の子ども
で、彼らの半分は非英語圏からの移民である。現在のオーストラリア.人の約13％の親は両
親とも海外生まれである。1991年から92年では約41％が東南アジア、北東アジアからの移
民となっている｡1992年-93年移民計画では約８万人の移民を受け入れる計画である。ま
た過去５０年間に５０万人以上の難民を受け入れている。

③種々 様々 な文化を尊重している国である。いわゆる多文化教育を推進しており、教育現
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場では様々な取り組みがみられる。これは②からもその背景は理解できるが、連邦雇用・

教育・訓練省（DepartmentofEmployment,EducationandTraining-以下DEET）は移民を

積極的に同化させるのではなく、それぞれ移民のもつ文化を尊重する政策をとっている。

多文化主義といわれるものである。

④州による教育制度・教育行政の多様性。この国は高等教育の責任は連邦政府が、初等・

中等教育及びＴＡＦＥ（後記）については州の教育当局が管轄している。したがって義務

教育年限も一部では異なり、学期も３学期制と４学期制をとっているなど、州の独自性が

大幅に認められている。これは教育内容にも言えることで、連邦段階で示されるカリキュ

ラムは指針、すなわちガイドラインの性格となっている。この多様性は同じ州内でもみら

れ、学校の独自性を発揮できる余地が色々な面でみられる。、

教育行政でも同じで、SchoolCouncil（学校審議会）をみてもこの制度を導入している州

、導入していない州、導入していても州内で任意設置にしているなど、まったく種々様々

である。「オーストラリアの教育は.・・・」と一纏めにして語れない。

⑤「公正」「平等」を重視する教育である。広大な土地に少ない人口、多くの国からの移

民、先住民と共存など、国の特徴をみるにつけ国民の生活の実態に大きな格差のあること

が容易に理解できよう。連邦政府をはじめ州政府は、特に社会的にも経済的にも不利な立

場に置かれている国民に対し、「公正」「平等」の理念のもと種々の政策を実施している

わけで、この面も教育研究からは避けて通ることのできない一つである。

⑥日本の教育とは大きく異なる教育

Ａ、遠隔地教育

広大な国で人口が少ないとなれば、遠隔地の住民に対する教育の保証が重要になる。連邦

政府も積極的に予算措置をしてこの面の教育を推進させようとしている。しかし、対象は

初等・中等教育段階の生徒であるため、実施の権限は州の教育当局がもっている。このた

め、州によって取り組み方が異なっている。州都の遠隔地教育センターで州全般の調整を

し、州内に拠点を設けて遠隔地の中心校として、その地域内にある学校の教育を促進させ

るもの、あるいは州内を教育段階別に独自の地域を設け、州都の遠隔地教育センターが中

心となって促進するものなど州独自の政筑がみられる‘』また、飛行機を使って訪問指導を

する、いわゆるFlyingDoctorService利用のＳｃｈｏｏｌｏｆｔｈｅＡｉｒなど特色のある遠隔地

教育を実施している。

Ｂ・アポリジニーの教育

全人口の約1.5%を占めるに過ぎないものの、連邦政府や州政府は先住民に対する教育の保

証を積極的に進めている。特にＮＴ、ＷＡ、ＱＬＤの各州では他の州に比べてアボリジニ

ーが多く住んでいることもあり、僻地に住む彼らのために種々 の政策を実施している。ま

た、ＮＴにあるバチェラーではアポリジニーの教員養成機関も設置し、卒業生が彼らのコ

ミュニテーに帰って子どもたちの教育に携わることを期待している。一方、非アボリジニ

ーの子どもに対するアポリジニー理解の教育も積極的に行っている。基本的には公正、平

等の理念のもと、彼らの独自性を尊重する方向で援助をしている。
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Ｃ，言語教育

多くの移民を受け入れているが、この中には公用語の英語を話すことの出来ない非英語圏

からの移民も多い。このために、早くから言語教育の必要性が叫ばれ、種々の施策が実施

されてきた。その中心は英語を話すことの出来ない人に対する「第二言語としての英語」

（EnglishasSecondLaIlguage）教育であるが、最近では「英語以外の言語」（Language

OtherThanEnglish）教育も盛んに行われているc，これは、移民してきた人たちの母国の

文化・言語の尊重という背景と、国際状況の変化に伴う外国語学習の必要性という背景か

らで、連邦政府も州政府も積極的に推進している。日本語が初等教育の段階から教えられ

て、生徒に人気のある言語になっていることは将来的にメリットがあると考えての選択と

思われる。とはいえ、教師や教材不足などの問題も指摘されており、今後の動向を注視す

る必要があろう。

Ｄ・カリキュラムの設定

初等・中等教育の責任は州の教育当局にあるため、カリキュラムの設定も州の責任で行わ

れる。その際、連邦政府は全く関与しないわけではなく、各州・区の教育担当大臣や教育

事務次官で構成する教育・雇用・訓練・青少年問題に関する行政審議会（ＭＣＥＥＴＹＡ

）で情報交換を行い各州・区で妥当と思われる教育内容の枠組みをまとめている。これを

ガイドラインとして各州・区の教育当局は州・区の実情を勘案してカリキュラムの設定を

行-,ている。また、州・区内の学校では名州・区の教育当局が示したものを参考にして自
分の学校に適したカリキュラムを組んでいる。わが国の学習指導要領とは大きく違うｎ

Ｅ・ＴＡＦＥ(TechnicalandFurthel･Education）

日本の専修学校、各種学校に似ている職業教育機関である。ただ異なるのは、日本の学校
を数校まとめたような大規模なものが、州政府の責任のもとで設置されていることである

。また、修学期間も数週間という短いものから２年、３年という長いものまであり、取得
出来る資格も種々 様々 である。多くの若者が資格を取得してより良い職業に就くために就
学している。

Ｆ，父母・地域住民の教育参加

日常的に親や地域の人たちが学校に来て担任の教師の手伝いをしている。ただでさえクラ

スの生徒数が２０人前後の中で３人や４人の大人（教師を含めて）は大変目立つ場合があ
る。もちろん全教科にわたり親が手伝っているわけではないが、このような光景は日常的
にみられる。学校運営でも学校審議会を設置している学校では、定期的に会合を開いて運
営について討論を重ねており、その上カリキュラムや学校行事等の企画運営にも参画する
権限をもっている。中等学校では生徒の代表も委員の一人としてこの審議に加わって意見
を述べており、生徒の声を学校の運営に反映させている。当該学校の教師は審議会メンバ
ーの半数以下と定められているところにも、父母・地域住民の教育への参加を規則の上で
も認めていることがわかる。

Ｇ・課外活動

一部の私立学校を除いて、放課後遅くまでクラブ活動をしている学校は殆どない。これは
スクールバスでの通学が一般的であること、遠距離通学の場合は親が車で送り迎えするこ

となどが背景にある。したがって、午後３時過ぎになると先生方もどんどんお帰りになる

のが普通である。そして先生の中には地域のスポーツなど各種のクラブに出かけ、コーチ
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として地域に住む子どもたちと一緒に活動をしている。学校５日制であるため、土曜日や

日暇日にはこれらクラブ対抗の試合が盛んである。また、季節により楽しむスポーツも変

わり、子どもたちは色々なスポーツを楽しんでいる。私立学校では多くの学校で生徒は寮

生禰を送っているため、学校で放課後スポーツを楽しんでいる。やはり季節により数種類

のスポーツを経験している。いずれにせよ、楽しむスポーツといえ、日本のように勝利至

上主義のものではない。

Ｈ・カウンセラーによる生活指導

オーストラリアの学校でも生徒の生活上の問題は深刻である。いじめ、ドラッグ、タバコ

、性的嫌がらせなど種々の問題がみられる。離婚率が高く家庭の機能の低下がその背景に

あるといわれている。この中にあって学校でも真剣に取り組んでいる。それはカウンセラ

ーによる指導で、公立・私立学校の大部分の学校で実施している。学校ではカウンセリン

グルームを設置し、毎週定期的にカウンセラーによる指導を行っている。指導は当事者だ

けではなく親も同席する場合が多い。たとえば、いじめの場合はいじめた者、いじめられ

た者、さらに両者の親を同席させて指導する方法をとっている。カウンセラーは重要な位

置におかれている。

１．図書館司書の指導

初等学校低学年の段階から図書館司書の指導が行われている。児童は週に１時間は図書館

で専門の図書館司書から図書の検索の方法等の指導を受けている。その間担任の先生は自

分の教室で校務整理をしたり、図書館で教材研究をしたりしている。すなわち、その時間

は図書館司書が児童の全責任をもつわけである。低学年からこの方式がとられ、上級生に

はコンピューターを使った参考文献の検索などをやらせている。

次に、現行の学校教育制度について概略を示そう。

・就学前教育Pre-schoolと言い、３歳から就学する。５歳から多くの子どもは１年間

日本で言う幼稚園に行く。この名称は州により異なりKindergartenとか

Reception,Preparatoryなどで呼ばれている。

・初等教育６歳から６年間（Yeal･’‐Ｙｅａｒ６)が普通であるが、ＳＡ，ＮＴ，ＱＬＤ

ＷＡはYear７までと７年間となっている。

就学義務は大部分９年間（６歳から１５歳）であるが、ＴＡＳだけは１０

年間（６歳から１６歳）である。

・中等教育初等教育の年限により異なり、Ｙｅａｒ７からの州とYear８からの州があるが

Ｙｅａｒｌ２までとなっている。

Ｙｅａｒｌ２までの一貫性の中等学校が多いが、ＴＡＳ，ＷＡ，ＡＣＴでは

ＹｅａｒｌｌとＹｅａｒｌ２をSecondaryCollegeあるいはSeniorHighSchoolと

の名称で独立した別の学校としている。

また、地方では初等教育と中等教育段階、即ちPre-schoolからYearlOまで

をもった学校もある。名称は州により異なりCentralSchool,AreaSchool

DistrictSchoolなどと呼ばれている。

・高等教育TerliaryEducntionと言い、大学とＴＡＦＥが含まれる。大学は1988年以

後の再編政策により、それまであった高等専門学校(CollegeofAdvanced
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Education)が大学に再編されたため、1995年現在で３８校ある。

大学の再編により学問的水準を維持する必要から、長い伝統をもつ大学で

は大学院大学の構想をもつものもある。

ＴＡＦＥは別の項目（前記）で触れたが、義務教育後から入学できるコー

スや大学を卒業して入る専門技術コースなど種々様々である。

なお、高等教育機関は大学院を含めてパートタイムで就学でき、その上学

外での研究(ExternalStudies)も認められているので、通信教育の形での

大学や大学院の研究も可能である‘，したがって、ニュージーランドの学生

がオーストラリアの大学教授を指導教官として学位を取得することも出来

る。

○私立学校は長い伝統を誇るものが多い。大別するとSystemicSchoolとlndependent

Schoolがあり、前者にはカトリック系の学校、後者はアングリカン系、プロテスタン

ト系の学校が入る。メルボルングラマー、ジロンググラマ－、スコッチカレッジなど

有名な学校は後者である。これらの学校の卒業生は殆ど大学に進学して、政界、官界
経済界の中枢になってオーストラリア社会の指導的地位に就いている。私立学校は大

幅に独自性が認められており、カリキュラムの決定や教員採用なども独自の機関を設

けて質の高い教育の実践を日指している。校則や膜けなど厳しくなされ、最近では多
くの親が子どもを私立学校に入れることを望んでいる。

オーストラリアの教育を研究しようとする人に、研究の視点を幾つか挙げてきたが、テー

マを設定する場合のヒントになれば幸いである。ただ研究を進める場合に大切なことは、

記してきたように州によって多くの面で異なっているため、一つのテーマについても連邦
の政策、州の政策、地域・学校の実態について考察する必要があることを忘れてはならな
い。また、研究を開始するに当たり必要なことは資料の収集であるが、オーストラリア大
使館にある豪日交流基金の図書館（〒lO8東京都港区三田2-l-l4オーストラリア大使館
ビル血:03-5232-4005)或いは、本研究会事務局に問い合わせれば何らかの示唆が得られ

るであろう。

研究のテーマは種々 様々 な点からみつけられるであろう。積極的にオーストラリアの教育
の研究を始められることを期待したい。

[本紀要は豪日交流基金の援助により刊行

豪日交流基金の関係各位に感謝いたします］
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オーストラリアにおける第二言語としての英語教育に関する調査

秋田大学医療技術短期大学部

幸野稔

Ｉ．はじめに

本稿は、筆者が1995年の春にオーストラリアを訪問して行なった「オーストラリア

における第二言語としての英語教育に関する調査」プロジェクトの実施報告書')にも

とづいたものである。このプロジェクトは、オーストラリア政府の文化財団である豪

日交流基金の一般奨励金の助成により実施することができた。

本調査の目的は、オーストラリアにおける第二言語としての英語教育の実情を、言

語教育および多文化教育の両面から調査し、日本における外国語としての英語教育お

よび異文化理解教育に示唆するものを得ることにあった。

1995年３月18日から同年４月14日までの４週間にわたって、シドニーを中心として

キャンベラ、メルボルン、プリスベンを含めて、関係政府機関、中等・高等教育機関

および成人教育機関などを訪問し、情報交換，授業視察，資料収集などの方法を通じ

て、英語を母語としない人々にどのような理念、カリキュラムおよび指導・評価法に

よって英語教育が行なわれているかを調査した。また、現地での情報交換においては，

日本における英語教育の実情を関係者に伝えて、言語と文化の教育に関する相互理解

を図った。

Ⅱ、多文化社会とＥＳＬ

「第二言語としての英語教育」とは。TheTeachingof型glishasaSecond
Language”を訳したものであるが、この語句の下線部を略称してESLと言う。これに

は３つの用法があり得るが2)、本稿では「英語国における移民や他の少数民族にとっ

ての英語の役割」という意味で用いる。日本の英語教育のような場合も、アメリカの

用法ではESLと呼んでいるのであるが、筆者はイギリスの用法にしたがってこれを

「外国語としての英語教育」（TheTeachingofEnglishaSaForeignLanguage；

下線部の略称EFL）と呼んで区別する立場を取る。学習者が英語を話す言語環境にい

るか否かは言語習得に大きな影響を与えると認識しているからである。したがって、

本調査を直接日本の英語教育に役立たせるというよりは、多民族国家統合の中核をな

すESLの実情を言語政策の一環として把握することにその主眼を置いた。とはいえ、

日本のEFLに示唆するものは当然得られるだろうという期待はあった。
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オーストラリアがかつて白豪主義国家として、人口の９０%以上を英国系移民が占め

ていた時代には、ＥＳＬが問題とされることはあまりなかった。ＥＳＬ，とくに学校ESL

が制度化されたのは、1970年代に入ってからで3)、移民政策が同化主義から統合主義

を経て多文化主義へと変化しつつある時期と呼応していた。多文化社会オーストラリ

アの統合のかなめとして、非英語系移民の英語習得のための公的援助は不可欠のもの

となったからである。４）

オーストラリアが連邦政府の公式の政策として白豪主義を廃棄し、多文化主義を採

用することを表明したのは1973年であったが、現実にアジア人難民と移民が急増した

のは78年以降であった。その中間の76年にシドニー大学で１年間の留学生活を送った

筆者の目にも、すでに変化の兆しは映っていた。当時のニューサウスウェールズ州の

Wran首相は、教員組合大会におけるあいさつの中で、移民の数が州人口の３分の１に

なったと述べ、これからのオーストラリアはアングロサクソン的価値体系を脱却し、

多言語・多文化・多民族社会になるべきことを示唆していた。５）

Wran首相の示唆はまもなく現実となったのである。７８年以降の人口のいっそうの異

質化の中で、連邦政府を中心とする多文化政策が推進され、その中核をなしたのが言

語政策であった。多文化政策の下で、ＥＳＬは各エスニック言語とともに車の両輪のよ

うに推進されていく。６）

ＥＳＬが充実していく社会的背景は上記の通りであるが、その充実の言語学的支柱と

なる動向も70年代後半に始まった。体系機能言語学の巨頭Hallidayが76年にシドニ

ー大学言語学科教授に就任し、オーストラリアに新しい言語学研究の種を蒔いたので

ある。言語をその社会的文化的コンテキストとの関連においてとらえるHallidayの

理論は、大学での講義録をもとにして集大成された。７》そのアプローチは言語教育に

も応用され、たとえば最近刊行された成人ESLカリキュラムの解説に明記されている

ように8)、カリキュラム開発および指導法開発において、オーストラリアにおけるコ

ミュニケーションを志向する言語教育の理論的支柱の一つとなっていったのである。

Ⅲ、言語識字政策とＥＳＬ

８０年代に入って、ＥＳＬは学校教育のみならず成人教育の分野でも顕著な進展を見せ

ていった。連邦政府は、ＥＳＬを含んだ言語政策を84年，)、８７年'o）と続けて打ち出し、

91年には言語識字政策'１）として公表したのである。一連の政策形成の過程を経て９１

年に発表された政策の目標は次の４点である。’2）

1）すべてのオーストラリア住民は、彼等の多様な学習ニーズに焦点を当てた教育

訓練プログラムの支援の下に、幅広いコンテキストに即した英語力を、書き言
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葉と話し言葉の両面にわたって、身に付け維持すべきである。

2）英語以外の言語の学習は、オーストラリア国内および国際社会での教育的成果

とコミュニケーションの向上のために、十分に拡充され改善されるべきである。

3）アポリジニおよびトレス海峡諸島人の言語は、現在通用している地域において

は、維持されなおいっそう使用されるべきである。通用していないものについ

ては、たとえば記録などの手段により、適切な援助の手を施すべきである。こ

れらの活動は、その言語の話し手の子孫のため、また国家の文化的遺産として

残すために、話し手がそれを望む地域に限り、またその地域との協議の上での

み、なされるべきである。

4）通訳、翻訳、出版、電子メディアおよび図書館を通じて提供される言語サービ

スは、拡充され改善されるべきである。

以上の４点は、「第二言語の言語識字能力の習得は第一言語の言語識字能力に支え

られる」’3）という言語習得理論と関連があると思われる。非英語系移民およびオー

ストラリア先住民はかつて、自らの文化と母語を捨てて「オーストラリアの文化と言

語」、とはいっても実質的には英国文化と英語に、同化することを求められていたの

であるが、多文化社会となったオーストラリアでは英語以外の言語（languages

otherthanEnglish；略称ＬOTE）を話せることは国家の資産と見なされ、統合のか

なめとしての英語とＬＯＴＥは相互補完的になったのである。’4）

かつて76年の留学当時見学の機会があった公立ハイスクールでは、ＥＳＬは正規の授

業外の特別補習教育として行なわれていた。’5）現在の学校ESLは原則として正規の

授業の一環として行なわれている。成人ESLの分野では、連邦政府および州政府の公

的援助により、職場において必要とされる英語能力の習得を含めて、新移民は様々な

形態の英語教育を受けることができる。’6）とくに最近の傾向の一つとして、９１年に

公表された言語識字政策を反映して、成人ESLと成人識字教育の共通性を強調する見

方が出てきたことがある。’7）

Ⅳ、ＥＳＬ実施の組織と体系

１．組織

９１年に公表された言語識字政策の研究と実施を統括する連邦政府機関として、以前

TheNationalLanguageslnstituteofAustralia（略称ＮLIA；オーストラリア国

立言語協会）と呼ばれていた機関が、TheNationalLanguagesandLiteracy

lnstituteofAustralia（略称NLLIA；オーストラリア国立言語識字協会）と改称さ

れた。NLLIAはまた国内の数箇所の大学に拠点を持つ研究開発センターを擁する。さ
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らに、成人の識字教育および学校ESLと識字教育に関する研究網も持つ。１８）

学校ESLに財政的支援をしている連邦政府機関はTheDepartmentOfEmplOyment，

EducationandTraining（略称ＤEET；雇用．教育．訓練省）と呼ばれている。ＤEET

はまた、主に技術継続教育専門学校（TechnicalandFurtherEducation；略称

TAFE）の教育網を通じて、成人のESLと識字教育プログラムにも財政的援助を与えて

いる。’９〉

成人ESLにかかわるもう一つの連邦政府機関はTheDepartmentOfImmigratiOn

andEthnicAffairs（略称ＤIEA；移民．エスニック問題省）で、この機関はThe

AdultHigrantEnglishProgram（略称AlIEp；成人移民英語教育プログラム）を通

じて、ＡHEPの傘下にある各州の成人移民英語教育局（AdultUigrantEnglish

Service；略称ＡｌｌＥＳ）に財政的援助を与えている。２｡）

マッコーリー大学に設置されているTheNationalCentreforEnglishLanguage

TeachingandResearch（略称NCELTR；国立英語教育研究センター）は、ＡＩIEPお

よびその傘下のAmESとカリキュラム開発などの共同事業をしたり、NLLIAの研究開発

センターと共同研究を進めるなど、オーストラリア連邦の英語教育研究のキーセンタ

ーの役割を果たしている。２１〉

２．体系

学校ESLの分野では、移民の子女は、とくにハイスクール段階で、入国直後集中英

語センターに入れられ、その能力に応じて１ヶ月～１年の範囲で英語訓練を受ける。

その後地元の学校に編入学して正規の授業を受けることになるが、ＥＳＬの指導は引き

続き受ける。指導の形態は、特別補習授業も小学校など一部には残っているが、主流
はLanguageacrosstheCurriculum（教科の枠を超えた言語教育プログラム）とし
て、教科担任とESL教員とのティームティーチングの形態で行われる。２２）非英語系
の生徒を英語を母語とする生徒と統合して教育をすることの意義を述べた箇所を、シ

ドニー南西部にあるHomebushBoysHighSchoolの年報のESLスタッフのメッセージ
から引用する。２３）

ESL教員と各教科担任は、大部分の教科領域で、対象クラスが協同授業の利点を享
受できるよう努めてきた。両者は協同授業で教科内容と言語発達方略を平行して指
導している。英語を母語としない生徒と英語の母語話者は共にこの指導を受ける。

後者はその場で、自分の母語の識字能力を補強するというまたとない機会に恵まれ
るのである。
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十分野別コース導入
①学業対応英語

②職場適応英語

③地域社会適応英語

段階分け評定

第１段階：入門 第２段階：初級 第３段階：中級 基
礎
課
程
修
了
証
書

一般的英語力養成 一般的英語力養成 分野別英語力養成

段
階
修
得
証

段
階
修
得
証

成人ESLの分野では次のように進められる。２４》移民志願者は自国でaccess

（australianassessmentofcommunicativeenglishskills；オーストラリア移民

志願者英語コミュニケーション技能検定テスト）というテストを受け、その結果オー

ストラリアで就職するのに必要な英語力を備えていないと判定された場合、５１０時間

のESL授業を受ける資格が生ずる。受講の前にまたASLPＲ（AustralianSecond

LanguageProficiencyRatings；オーストラリア移民第二言語能力評定テスト）とい

う段階分け評定テストを受けて、能力に応じた段階から学習が始まる。ＡｌIEPの場合の

「基礎課程」（Ｖ、１参照）学習プログラム経路を図示する。２５）

一一→

第２段階学習目標

達成評定

①学業対応英語

②職場適応英語

③地域社会適応英語

学習ペースによる

グループ分け

学習ペースと目標別

によるグループ分け

学習ペースと目標別

によるグループ分け

一一一

第１段階学習目標

達成評定

一 一

第３段階学習目標

達成評定

退学可能点 退学可能点

段階が進むにつれて、より職業に直結した英語を学ぶことになる。TAFEのプログラ

ムはいっそうそうである。また、授業に出ることが困難な場合は、轡Distance

LearningProgram”と呼ばれる電話を使った通信教育コースや｡IndivisualLearn-

ingCentre”と呼ばれる資料・教材センターの利用コースもある。
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Ｖ・ＥＳＬのカリキュラムと指導・評価法

１．カリキュラム

学校ESLにおいて、集中英語センターであれLanguageacrosstheCurriculumを

主体にした正規のコースであれ、ＥＳＬ面での支援を教員が自信を持って行なうために

は、専門家の研究の基盤に立ったきめ細かいカリキュラムの開発が必要である。連邦

政府の言語識字政策に沿ったそのようなカリキュラム開発の成果は、1994年に次の２

点となって発行された。

l）jIjMZJIp塚/ａｓ§非英語系の生徒が正規のコースに移ることを可能にするための

一連の評価尺度が記述されている。２６）

2）麺Z”J程ﾉと2”暖”.．」皿gz圏9Ｆ麺〃"z在r汐〃”Ｊ１功”八Ｆ：学校ESLの学習段

階、評価活動の実例および評価の観点が記載されている。２７）

成人ESLの分野でも、ＡｌIEPを中心とした学習プログラムのためのカリキュラム開発

の成果が次の２点として1993年に刊行された。段階ごとの学習目標、学習活動および

評価活動の観点が記述されている。２）は１）の課程を修了した後に進むことができ

る。（Ⅳ、２参照）

1）企r〃が〃たな』伽”〃ａ”j睦r麺〃』q唾"動：「基礎課程」に当たり、第

１段階から第３段階まである。書き言葉と話し言葉の両面にわたって、一般的

英語力から分野別英語力の養成に至る。２８）

2）”b観”程〃‘I目r〃Zr”だ〃邸圃α”〃＆”j”rz”幼gZZ駒′：「高等課程」に当

たり、第４段階になる。職業に直結した英語力を養成する。２，）

以上４点の刊行物に記載されたカリキュラムには、次の1)～4)の特徴が共通して見

られる。５)の特徴は、とくに成人ESLにかかわるものである。

1）設定された言語活動目標達成のための訓練の体系（competency-based

framemrks）

2）言語を用いて遂行する作業を中心に編成されたシラバス（task-based

syllabuses）

3）評価活動の豊富な実例（exemplarassessmentactivities）

4）体系機能言語学の支柱（thebasisofsystemicfunctionallinguistics）
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5）学習者のニーズに沿ったアプローチ（needS-basedapproaches）

これらの特徴は、最近発行されている成人ESL教材に具現化されている。３０）筆者

の76年の留学当時のような英米の教材への依存状況から脱却し、応用言語学研究の成

果を生かしてオーストラリアの社会的文化的コンテキストに直結させた教材開発がな

されるようになったのである。

２．指導・評価法

上記の特徴はすなわち指導法の枠組みを形成していることにもなり、評価法とも連

動している。ここには言語を用いて何かをする能力（competency）をどう育てるかと

いう観点が貫かれており、評価もその観点からなされる。言語に関する知識を詰め込

んでその成果が他人と比較されるという評定方式（norm-referencedassessment）で

はなく、たとえば「自分または家族の話題について短い文章が書けること」３'）とい

った言語活動目標について、学習者が個人としてその達成度を評価されるという評定

方式（criterionreferencedassessment）が採用されるのである。３２）

また、授業は複数のエスニックグループが混合している教室（multicultural

classroom）で行われるわけだから、当然のことながら直接教授法が用いられる。学

習者が英語を話す生活環境の中にあるので、効果の点で問題はないと言う。３３）ＥＦＬ

環境との大きな相違点である。

Ⅵ、ＥＳＬと多文化教育

多文化教育、すなわち異文化への理解と寛容の精神を育て異文化への対応を学ばせ

る教育は、オーストラリアを多文化社会たらしめておくために必須のものである。言

語教育は当然のことながらその重要な一環を占める。

学校ESLにおいて、その主流を占めるLanguageacrosstheCurriculumという形

態の統合教育は、非英語系と英語系の両者の交流によって、知識次元にとどまらず

“culturalawareness”を育てるという意味で、多文化教育のすぐれたモデルと言え

る。実際、たとえば筆者が訪問したHomebushBoysHighSchoolの英語、すなわち国

語のティームティーチングで、色彩の名称の指導の局面で、韓国系の生徒にはハング

ルで、中国系の生徒には漢字で、色紙にその色の名前を書いてみせるように指示する

場面があり、ＥＳＬ教員はクラスの生徒達に意識的に異文化への目覚めを促しているよ

うに見受けられた。また、ハイスクール編入直前の段階のＳｔ・Iveslntensive

EnglishCentreの上級クラスでは、「多文化社会とは何だと思うか？」というテーマ

で、多様なエスニックグループの共生するオーストラリア社会の現況に気付かせなが
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ら、同時に英語の表現力を養うという試みが行われていた。３４）

成人ESLでは、たとえばNSWAMESBurwoodRegionで見た職場英語クラスで、職場

で遭遇すると思われるコミュニケーション上の問題をどう克服するかという観点から、

実践的コミュニケーション演習を行なっていた。３５）たしかに、成人の場合はとくに、

多文化教育は受動的な異文化「理解」の段階では不十分で、職業生活や社会生活にお

ける異文化への対応という切実な実践的課題をともなわざるを得ない。その観点から、

職業への直結を主体としたＴＡＦＥの言語教育プログラムは、多文化教育にも力点を置

いている。そのための資料を提供したりスタッフを養成したりする部局として、ニュ

ーサウスウェールズ州ＴＡＦＥ委員会には多文化教育部（HulticulturalEducation

Unit）が置かれ、昨年からその機関誌も発行されている。その中には、職場や地域社

会で必要とされる行動能力目標に「文化理解」を加えるべきだという提言36）や、オ

ーストラリアにおける人種偏見をどう克服するかという主張37》が、英語系と非英語

系の住民の公正な共生という立場から取り上げられている。課題克服へのこのような

不断の取組みがあって始めて、多文化社会が維持発展しつつあることが伺い知れるの

である。

Ⅶ、日本の教育への示唆

オーストラリアのESLが日本の教育に与える示唆は多いが、ＥＦＬおよびそれを通じ

た異文化理解教育に限って、若干の私見を述べる。

言語環境の異なる日本のEFLには、オーストラリアのESLの直接的応用は適切でな

い旨をすでに述べたが、コミュニケーション志向への動向という点で、両者はもちろ

ん共通の基盤を持つ。とりわけ、言語活動目標を掲げて、その達成度を学習者個人と

して評価するというアプローチは、実践的言語能力の習得のためには本来当然のこと

なのである。

ただ、わが国のEFLにおけるコミュニケーション志向の言語教育（Communicative

LanguageTeaching；略称CLT）は、生存に必要な言葉の習得といった切実性には乏

しく、言葉を学ぶ楽しさを体得させ、言葉を通して異文化を実感させることが現実的

目標となる。３８）その目標に合わせて取捨選択すれば、オーストラリアのESLのカリ

キュラムや教材から得られる示唆はなお多い。

日本の言語環境は現在はESL状況にはないといっても、インターネットの拡充など

の情報化の進展により、ある局面ではそれに近付く兆しを見せ始めている。生徒達が

活躍する将来の日本ではなおいっそう国際化と情報化が進んで、国際社会に生きるた

めの英語の必要性がさらに増大するに違いないのである。英語教員は、起こり得る変

化に対応しつつ、さしあたっては生徒達の可能性を信じて、言語使用の必要が彼等に
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生じたときに開花すべき種を蒔いておきたいものである。

英語教育における異文化理解教育で、もう一つ強調したい観点がある。英語が英米

を始めとする「英語国」の言語であるのみならず、国際補助語の役割をも果たすよう

になったことについては認識が広まってきたが、英語国と言われるオーストラリアや

アメリカ合衆国の国内においてさえ、もはやアングロサクソンの専有物ではなくなっ

たという現実にわれわれはもっと目を開き、日本の英語教育が結果として白人にへつ

らい有色人をさげすむという人種偏見を助長してきたという過去の歴史をきっぱりと

精算すべきときである。まさにそのことこそ、オーストラリアの多文化教育が現在努

力していることなのである。

Ⅷ．おわりに

ＥＳＬの制度化が始まったばかりの19年前の筆者の留学当時に比べて、オーストラリ

アの多文化化は確実に進み、それにともなって、ＥＳＬの充実には目を見張るものがあ

った。今回の調査を通じて収集した資料をさらに検討して、今後の研究に役立てたい。

調査結果は次のようにまとめられよう。

1）多文化社会の成員の公正な共存を目指して、ＥＳＬはＬＯＴＥと相互補完的なもの

となった。

2）学校ESLは、教育の主流に組み込まれ、英語母語話者との統合教育となった。

3）成人ESLは、識字教育をともなって、職場や地域社会に適応する能力の習得に

結び付くように体系づけられた。

4）カリキュラム・指導法・評価法は、体系機能言語学を主たる理論的支柱としつ

つ、オーストラリアの社会的文化的コンテキストに直結した言語活動目標の達

成をベースにして開発されている。

5）ＥＳＬにおける多文化教育においては、異文化の受動的理解にとどまらず、異文

化への対応を学ばせる実践的プログラムが、とくに成人教育において、開発さ

れつつある。

6）日本の英語教育およびそれを通じた異文化理解教育への示唆については、

ｉ）当面、日本版CLTの現実的目標に合わせて取捨選択しながら、ＥＳＬ状況に近づ

く近未来に対応する。

ii）オーストラリアの多文化教育に学んで、人種偏見を助長してきた過去の英語教

育を精算する。

最後に、一般奨励金の助成をしていただいた豪日交流基金本部、調査計画の作成に
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当たって貴重な助言を賜った同本部事務局の北村育子氏ならびに青山学院大学教授の

笹森健氏と朝日新聞社友の青木公氏、さらに現地で協力していただいた数多くのＥＳＬ

関係者諸氏に深甚なる感謝の意を表する。
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オーストラリアの社会科教育の現状一NewSouthWales州の場合一

都立第五商業高校藤野明彦

はじめに

今日の国際社会における教育上の基本問題は、多くの民族移動によって生じる諸問

題と多民族・人種間の多文化そして異文化からくる諸問題である。従来の国民・国家

教育の基本問題をも覆い包み、変質を余儀なくする性質のものである。まもなく２１世

紀を向かえる今日、世界の諸国家の教育は近代公教育として、１９世紀中期以来展開さ

れてきた、国家・国民教育中心の自国民育成と培養に応えきれない上記の様な事態に

既に直面し、子供像の再構築をはかっている。

このような視点に立つとき、新しい国際社会の組織と国際社会の政治的、経済的、

社会的かつ多文化的な秩序と正義の確立のできる、ひとつの主権国家としての一国民

を越えた国際社会の主体である人間である市民の育成に、社会科教育のいま一方の課

題がある。したがって、上記の２１世紀の教育上の基本問題に対応する国家の主体者で

ある市民育成と、国際社会の主体者である市民の育成という世界的視野形成の社会教

育が必然となる。本報告では大英帝国の伝統を維持し、強くイギリス的社会及びヨー

ロッパ的価値観を社会規範としてきたオーストラリアが白豪主義を払拭して、非白人

の移民を受け入れる多民族主義に移行し、世界的視野の中に日々の社会生活があるオ

ーストラリアにおける社会科改造運動を分析してその一端を紹介、公表する。

Ｉ多民族国家としての教育改革の概略と背景

白豪主義国家から多民族国家へ*'）と変化をとげたオーストラリアでは、教育体系も

伝統重視のものからさらに一歩進んだそれにふさわしい教育体系に変革せざるをえな

い時期に直面している。1970年代以降の急速な社会の変化に対応する意味からも、国

家的な政策として教育を再編する必要にかられ、幾たびかの教育改革が行われてきた。

特に、1989年に政策の基本方針がまとめられ、本年より着手された教育改革は、多

民族社会の持つ複層性に対応するために”Outcome-BasedEducation，，（以下ＯＢＥ）

と呼ばれる新しい評価方法がとりいれられている点、さらに、学校に権限は委譲しつ

つも、全国的教育政策として「ナショナルカリキュラム」や「学校教育の国家目標」

的視点も盛り込まれている点に独自性が認められる。

１.第二次世界大戦後のヨーロッパ諸国、東欧、地中海系諸民族に続いて、1980年代の
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ベトナム難民、それに続くアジア系諸民族*2)など多様な人種構成が示すようにもはや

オーストラリアは大英帝国のコピーではない。＊3)もちろんこの傾向は1960年代以前か

ら始まっている。第二次世界大戦後、イギリス本国以外からのヨーロッパ移民を多く

受け入れてきた。特に、ギリシア系、レバノン系といった地中海周辺の移民を多く受

け入れてきたのも、国際紛争問題に起因しており興味深いものがある。

この為、実に多くの文化的複合性を積極的に受け入れようとする姿勢が教育面でも

取り入れられており、ＬOTEでも14言語以上の選択が出来る他、社会科の教科の中でも

重要視した取扱いになっている。同時に、この人種構成は経済力の指標係数と一般的

に比例しており例えば、今回訪問したチャッツウッド高校やタラムラ高校のように、

最近とみに増加の傾向が激しい韓国系や、裕福層の中国系の人々が地価の高い北部地

域に集中している反面、経済力の低い西部パラマッタ地域には東欧系、地中海系、ア

ラブ系などの人々が多い。また、単に経済力だけでなく暗黙の人種境界線が存在し、

ガイメア技術高校やエンデバー高校の様な南西部海岸地域には、伝統的なオーストラ

リア人であるコーカソイド系が圧倒的な数字を示している。しかし、それらも年ごと

に形骸化してきている面もある。その意味でも学習内容として、多様な文化的背景を

積極的に評価できるような価値観形成を目的とした内容構成である。これらの地域性

を無視してはオーストラリアの教育は語れない。また、この各学校段階への権限委譲

と意志決定の維持は、移民の増加と彼らの権利意識の高まりとともに自律的な学校運

営が行われてきた結果であろう。＊4）

2.このような多様な人種的背景を踏まえて、宗教的、文化的背景の違いが教育に対す

る評価の差を生んでいる。教育には熱心なアジア系や、社会的強者であるコーカソイ

ド系住民は教育環境としては恵まれている反面、社会の底辺部層では教育にかける時

間的経済的負担を考えると単純に同一の物差しで評価できるものではない。

そこで、今までの様な単純な伝統的評価方法（５段階評価やAB-F方式）に対する疑

問が生まれた。同一年齢生徒間の学力差、能力差の克服を積極的に進る意味でも能力

別の教育をする必要が出てきた。各個々 人の能力を有効に伸ばす意味からも個人の学

力に見合った指導内容、方法、評価方を構築する必要があった。米国の様に完全な能

力別学級編成に変わる方法として、また、現状の教員構成を変える事なくシステムを

変更する方法として、同一教室内での能力別指導方法を導入した。＊5）

現段階では、伝統的な評価方法に対して新しい評価方法に対する親側だけでなく教

師の理解不足や疑問、不安、懐疑も存在する事も否定できない。また、同一教室内に

おける複数到達段階の児童・生徒が存在することに起因する労働超過や絶対的ではあ

るが多様な評価の基準の存在が、教師の事務量を増加させていることもあり、依然間
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題が存在していることも否定できない。教育委員会側でも現在は施行初年度で試行段

階にすぎないとして、早急な結論付けは避けている。今後、この評価方法がどれだけ

の実績と実行性を持つかに興味が持てる。＊6）

Ⅱオーストラリア（N・ＳＷ.）の社会科教育課程

地方分権意識の強いオーストラリアでは連邦政府が規定した教育課程というものが

これまでは存在していなかった。が、本年より漸次的に統一教育課程に移行して行く

ことになった。社会科の教科名もHumansocietyanditsenvironment（以下HSIE）と

して広く社会全体を学習する。k-lOまでは必修、以後はHSCに向け,古代史,経済,商業，

地理,法学,近代史,社会文化宗教,ｱｼ゙ ｱ学,ｱﾎ゙ ﾘｼ゙ ﾆー 学等選択性を持っている。＊7〕

今回の報告は、NewSouthWales州のシドニー周辺に対象が集中してしまったが、ほ

ぼ同じ様な変化がNSW州全域でも起きていると言われている。また、1966年に連邦政府

の教育省（DepartmentofEducation）が設立されて以来の大改革、といわれる今回の

教育規定は、それまで各州政府に全てゆだねていた指導内容に係わる部分を、初めて

連邦段階で政府が関与するという画期的なものである。地方分権意識の強いオースト

ラリアにしては異例のものである。

1989年４月以来、各州政府と連邦政府の代表が「国家的共通の学校教育目標」を設

定し、各州政府の教育大臣の承認を得たもので、英語、数学、科学、技術、英語以外

の言語、体育、社会、美術の８分野の学習教科設定している。尚、社会科は正式名称

をStudiesofSocietyandEnvironmentとされ社会・人文諸科学を統合した総合的な

社会科である。各８分野の教育規定は主要学習原理を規定し、さらに初期初等、後期

初等、中等と義務教育以後の４段階に分かれたものに構成されている。ただ、これら

はシラバスを細かく規定するものではなく、あくまで生徒が必要としている教科の基

礎部分を規定するだけであり、1993年６月の合意文書ではカリキュラムのパースペクテ

ィブとスコープおよび学習内容が規定されている。

まず、基本部分として、性差、ｱﾎﾞﾘｼﾞﾆとﾄｰﾚｽ海峡島民、多文化、地球、将来未来、

技術、学校終了後、という７つのﾊﾟｰｽﾍﾟｸｨﾌﾞがあげられている。そしてこれらは教育

を提供される児童・生徒らの抱えている諸問題（教育権、参加、保持、結果と学校教

育以後の選択権）に対応すべきであるとされている。これらは教育の機会均等の概念

を厳しく追求するとともに、機会を提供するだけでなくその内容や評価・教授方法ま

でにも及ぶものである。

特に原住民、女性、英語を母国語としない生徒、非英語文化背景を持つ生徒、特定

文化集団からの生徒、貧困にある生徒、優秀で才能に恵まれた生徒、障害のある生徒、

地理的に隔離されたところにある生徒らの不合理を是正しようというものである。彼
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らのもつ広範で復層的な経験や興味に立脚した理解力と価値観を導入しようというも

のである。学習方法や形態、思考方法も各生徒本人の個性、独自性を考慮すべきであ

るとし、多用な学習形態と理解能力の存在を踏まえて、生徒らが問題を調査し、問題

の解決に到達できる方法を見いだす能力とを形成しようというものである。

ここに到る部分で、人間が差別されたり悩まされる過程を理解することになる。と

いうのは、社会そのものが主体となって差別的行為を行ってきているという事を理解

し、それに対してどう対応し、結果はどうなったかを考えるというものである。これ

らの差別を学校生活や社会一般から減らさんが為にこれらの「全ての人々の為の教育

計画」が組まれたということである。＊8）

今回の改訂にあたっては連邦段階での合意を得るまでにはかなりの困難な道のりが

あったという。特に、改訂が続いたことによる混乱を招き、伝統的価値観である地方

分権意識とも相まってかなりの抵抗があった。特に現場の教師の間ではまだ導入が始

まったばかりということもあって、完全に受け入れられているという訳ではない。ま

た、ある意味ではこれまでの価値観・指導観の否定にもつながるわけであり混乱を招
いたという意見がある。また、同様に親の方も制度そのものの不理解があり、評価方

法に不安を感じているという意見もある。ある意味では世界最初の実験的教育とも言
えるわけで今後の動向を注視して行くべきではないだろうか。

Ⅲオーストラリア（N､Ｓ､Ｗ､）の社会科の課題

k-l2体系の総合的な学習内容で公民的資質形成を目的とし、k-lOでは到達目標を新
指導要領で規定してはいるが、その指導内容、教材、方法等は各担当教師に任されて
いる。反面、選択制のHigherSchoolCertificate(HSC)は11-12で履修し、州統一の規
程に沿った試験制度へ向けた学習である。大学進学、就職に大きく影響を与えている
が、今後OBEとの相関性が考慮されるべきである。

l､日本の指導要領が各学校段階での体系的相互関係を無視したまま、依然闇雲に同一
課題の繰り返しに終始しているが、ｵーｽﾄﾗﾘｱでは米国同様K-l2概念を導入し、初等教育
と中等教育の連携を図り教科の総合性と一貫性に配慮する教育内容を構成している。
NSW州ではｋ（幼稚園）から初等義務教育６年間（幼稚園は義務教育ではないが無料

の為ほとんど全員修学状況にある）と義務性の前期４年を含めた中等教育６年がある。
ＳＳＥの規定によると初等社会科教育は統合的な(Integrated)学習を２段階で、初

期中等社会科は教科ｺー ｽも統合的学習も、また総合学習もありうるが一般的には教科ｺ
ｽー制が多く、義務年限を終了したll-l2では選択制で統合的内容ではない複数教科があ

る。これらは５つの重点概念として、時間（継続と変化）、時間と場所、文化、資源、
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自然と社会制度を横軸に持ち、これに調査、伝達、参加の手段を立て軸に組み合わせ

た概念で編成されている。これらが各発達段階に逢わされて内容が構成されている。

2､すでに指摘したように「全ての人の為の公教育*9>」という考え方を限りなく追求し

ていく場合、伝統的な価値観による児童・生徒の評価には限界があるとしたのが今回

の教育改革であり、OutcomeBasedEducationの基本理念である。これは社会科に限っ

た事ではなく、全ての教科・科目に言及する評価基準である。

3.最終学年での出口テストＨＳＣ*'０）（高校卒業認定HigherSchoolCertificate）の

実施は、学習の動機付けが薄れた現状では出口テストの導入は必至である。特に現状

の就学意識を考慮すると、社会全体の教育到達度（例えば識字率などはその一例であ

ろうが）の低下はなんとしても避けなければならない。特に、移民社会では英語を基

準とした統一的社会基準と、同時に多文化維持の為などの第二外国語履修LamguageO

therThanEnglish（LOTE)もこの点を評価したものであろう。

また、高校最終２学年はこのＨＳＣへ向けた選択科目中心の教科構成になり、

ＨＳＣで受験しない教科を高校では学習しないことになる。２０科目にも及ぶ選択受

験であり、個々人の選択に任せられている反面、学習をしない領域が残ってしまうこ

とにもなり、社会一般の共通的知識基盤を形成しずらいが、伝統的個人主義に立脚し

た不干渉主義のｵー ｽﾄﾗﾘｱらしいともいえるであろう。

４親や地域社会との関係も教育には大きく関係しているが、教育委員会制度の違いや、

教育の専門家ではないという理由で教育から締め出される、もしくは子供を人質にと

られているという理由か底外部からの親達の声が反映されない日本の教育と違い、

オーストラリアではかなりその声を反映しようという空気が伝統的に濃い。反面、教

育原理の理解の低さや感情面に左右される傾向が強く、学校現場の混乱を招いている

という声も聞こえる。1990年の改革以後でも、学校中心主義を打ち出しえているのも

このためである。＊''）

各学校区ごとに特色のある学校を設置する事ができ、ある学校では外国語を、ある

学校では体育を、英才児教育をといった中心的特色を出している。一般的に地域住民

優先割当が８分の２程度あり、残りは通学地域に関係はなく希望できる事が多い。明

確な学校間格差や偏差値による本人、.保護者の意志を無視した輪切り現象は起きてい

ない。進学率やＨＳＣの高得点獲得率などに若干の差はでているようであるが、これ

らは地域社会の特性を反映させている結果とも言えよう。

5,経済的遠因も大きな要素である。一部の学校を除いて、多くの学校では財源不足の
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問題を抱えている。特に、ハード面でその弱さを露呈しており、学校の建物・教室の

内装、教育機器などに老朽化や欠陥が多く見られる。教室の黒板一つ取ってもその古

さを感じるし社会科関連の教材、資料の古さも目に付く。教科書は各学校で８０冊程

度購入し必要なときに教室で貸し出すか、一部をコピーもしくは印刷し直すという工

夫を加えている。しかし、各生徒、児童段階の平等性を維持するために、教材、教科

書等の個人購入を極力控えるという傾向があり、安易な一斉的半強制的購入は取られ

ていない。そのため、商業としての教科書ビジネスは盛んではなく結果的に教科書の

質や内容に工夫が見えずらいとする教師の意見もある。＊12）

6.ＨＳＩＥとＳＳＥとの関連性をどう持たせるのかという問題もある。前述の様に、

ＮＳＷ州では社会科がＨＳＩＥとして学校中心主義的傾向の中で展開されてきた。そ

のため、地域性に配慮された教科内容が組まれてきた。それらは特に地理や経済、商

業にその傾向が強く現れている。教科名の一部でもあるＥはEnvironmentの部分である

環境には強い配慮がすべての領域にわたって見られている。

基本的にはＨＳＩＥもＳＳＥもを大きな差は無いとする意見が現場の教師の間には

大きい。しかし、ＳＳＥを導入することによって得られる連邦共通の価値観は今後共

和制移行へ向けて新たなる価値観の形成をめざす連邦国家ｵー ｽﾄﾗﾘｱに取って大きな第一

歩ではなかろうか。今後の動向を注意深く見守って行くべきであろう。

Ⅳ：社会科カリキュラムの事例紹介

1.連邦政府、ＮＳＷ州政府発行の最新版カリキュラムを見るとＯＢＥの基準視点とし

ては、時間・継続・変化（Time,ContinuityandChange）、場所と空間（Placeand

Space）、文化（Culture）、資源（Resources）、自然と社会の構造（NaturalandS

ocialSystems）、調査・交渉・参加（Investigation,CommunicationandParticipa

tion）の６点を到達基準（Outcome）として、義務教育終了１０年生までの各教育８段

階（Levels）による基準目標を示している。

例えば、前述チャッツウッド高校の1994年度カリキュラムを参考にすると、

Year７歴史と地理,Year８歴史と地理,Year９歴史と地理,YearlO歴史と地理、

宗教教育を必修で学習し、以後は選択になるが、設置講座の数的限界もありコース制

を取っているためある程度の制約も存在するがこれらの中から毎年１講座から２講座

選択する。次にYearllで古代史、現代史、地理、BusinessStudies,LegalStudies，

Economicsを,Yearl2LegalStudies,Economics,ModernHistory,地理、を選択できる。

また、YearllかYearl2でGeneralStudies（lUnit）を学校以外で取得する。＊13）

上記の用にＯＢＥの規定するStagelと２と８を初等教育ＹＫ（幼稚園）－Ｙ６のHIS
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Eから継続して学習し、続くＹ７－１０では地理と歴史に分科し、Stage4と５を４年

間で実施する。＊'4）

2．「地理」の大きな流れを分析すると。必修（４年間で１００学習時間以上）

テーマ１自国の位置関係テーマ２自国の環境

テーマ８自国の地域社会テーマ４自国の地域的問題と地球的問題

・増設として（上記の１００時間を越えた場合、学校裁量で加える）

テーマ５生物物理学的環境、テーマ６環境の保全管理

テーマ７地域社会と労働、居住、テーマ８開発と世界の政治的地理

この教科の設定理由としては、将来に渡って、生徒が成人したときに向けて地域的

な問題や地球規模の問題に対する意識形成を伸ばすことを目的としている。そのため

には、地域社会の生活レベルでの積極的な参加を即し、地球環境にとって優しく、よ

り向上させ、守ることのできるように関与していく為の基礎を形成していくことであ

る。地理では地球世界というものをより的確に理解出来るように、また楽しめるよう

に設定していくものである。

①より広範囲に及ぶ地球規模の環境の一部としての我々の社会を的確に捉えられる

様に環境の人的構成要素と生物物理学的構成要素の融合に焦点を当てる。

②地域レベル、国家レベル、地球レベルでの緊急的問題の変化を理解し、生徒自身

がどの様に対応して行くべきかを援助する

③地球社会の理解を進めていくため、興味深い地理的な技術・方法を提供する。こ

の技術・方法には地理的な情報を、フィールドワークを含む多様な情報源から観察、

読みとり,収集，準備,発表,分析,言い替え,読み替え,総合的に見る能力を高める。

④違う地域社会にある人々の行動がその環境に与えた結果を理解する視点を高める

⑤人々の生活を豊かにする審美的な環境の質の向上を大切にする気持ちを育てる

７－１０学年を通して、オーストラリアと世界におけるその特徴理解するために次の

各技能を生徒は身につけるようにする。

それは何なのか、それはどこなのか、それはなぜそこにあるのか、それがそこにあ

る事による意味は何なのか、時代を経てそれが如何に変化してきたか,それは本来どの

ようにあるべきなのか,どのような行動をすべきなのか。

以上の様に、地域と環境、生活と人々の意識や行動に焦点を当てている。

3．指導計画案の紹介

(3-1）＊Ｙｅａｒ８（８年生＝中学２年生に相当）の「歴史」

・内容規定一ナショナリズムの例、

アメリカズカップ優勝と２０００年オリンピック招致決定に対する感情問題、
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紛争としてのナショナリズム

オーストラリアが世界大戦に最初に関与したこと（イギリスとの同盟軍。植民地主義）

太平洋の戦争＞変化する方向

アメリカ合衆国オーストラリア社会へのアメリカ合衆国の影響

第二次世界大戦以後一アジアの中のオーストラリア

徴兵：広範な社会集団の戦争に駆り立てるポスター資料の検証（プロパガンダ）

徴兵制度なぜこれが必要か,いかにして問題が起こるか、検閲の機能

参加ガリポリ（伝説と反応、帰郷）継続するナショナリズムとしてのアンザック

（オーストラリア・ニュージーランド旅団）の伝統

・指導/学習計画

教師の話,感情移入の概念＞＞＞小説、ビデオ、詩

オーストラリアが２０００年オリンピックを実施するべきかいなかの議論

教師の話、地図作業,資料学習,歴史的発展,文章作成,情報機関（メディア）への調査

ポスターの分析,偏見を除去する能力,資料学習,議論,徴兵,調査,図書館,比較学習

(3-2）＊ＹｅａｒｌＯ（１０年生＝高校１年生相当）の「歴史科」の年間授業計画は

第１週ヒトラーの紹介ビデオ「FatalAttraction」

第２－５週ヒトラーのドイツ1933-1939機能賦与条例（EnablingAct）＞資料調査
ヒトラーの若き日、女性、軍隊、経済、ＳＳ＞ゲシュタポ、宣伝活動

教会、教育、ユダヤ人迫害（JewsCrystalnight）＞最終解決策

第６週テスト

第７週労働実習期間*'5）

第８と12週第二次世界大戦とオーストラリアの関係：太平洋地域

トプルク/パレスチナ/北アフリカ/ビルマ（泰緬）鉄道（オーストラリア人捕虜）

アジアとヨーロッパにおける戦争捕虜の比較、カウラ脱走事件

個人個人のケーススタディー

第８－１０週何故オーストラリアが参戦したのか

真珠湾攻撃、島づたいの南下一シンガポール攻略

ダーウィン攻撃、シドニー湾攻撃、ニューカッスル、あの爆弾、少数派の人々

第１１－１２週口頭諮問となっておりこれらから考えると極めて戦争に関する２０世

紀の歴史に限定されている。又、第二次世界大戦終了で授業が終わってしまい、それ

以後の歴史についてはこの教科では触れられないという所にも問題があろう。もちろ
ん、BusinessStudies,Economics,地理等の授業を選択すればその後の社会に触れる機

会は存在するが、「歴史」としてはこれで終わりである。
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以上が、７年から10年までの「地理」と「歴史」で最低学習時間４００時間の学習を

するが、一般的にオーストラリアが限定的に関与するものの学習がほとんである。

４.選択できる教科ＨＳＣについて

（4-1）ＨＳＣの概説は既に述べてきたように、１１学年以降は全て選択教科としてＨ

ＳＣに向けての科目が多数設定されている。＊'6）今後も選択内容の拡大は行われてい

く予定で特にＬＯＴＥとの関連から異文化学習の機会設定を計画している。

（4-2）各ＨＳＣのシラバスの分類分けの部分を一部具体的に紹介する。

＊ＭｏｄｅｒｎＨｉｓｔｏｒｙ「現代史」

◎予備学習コース（PreliminaryCourse）基準授業時間１２０

Sectionl：ケーススタディー（ﾖー ﾛｯﾊ゚ ､ｵー ｽﾄﾗﾘｱ､ｱｼ゙ ｱかｱﾒﾘｶから選択）

Section2：コア学習第一次世界大戦の原因理由

Section8:少なくても１つ以上のものを以下の中から選択せねばならないが、

ＨＳＣで選択する物と同じではいけない。

１９世紀の国家史（オーストラリアに限らずどこの国でも可）

２０世紀の国家史現代の世界

内容の特定はＨＳＣで選択するものと違うか同じ場合はその基本部分を選ぶ。

◎ＨＳＣコース標準授業時間l20

Sectionl：コア学習第一次世界大戦、西部ヨーロヨーロッパの戦争、オーストラ

リア、イギリス、ドイツに対する戦争の影響、連合軍の勝因

Section2:ある国家の２０世紀についてSection8:2で選んだ国以外の19世紀の歴史、

もしくは現代の世界史：今日の開発と紛争問題となっており、ある特定の国家の歴史

を自分で選択し学習する事ができる。これはＨＳＣが日本の入試と異なり単純な知識

集積型暗記テストではなく、８時間から５時間に及ぶ資料読解、分析と自分の知識と

もあわせての表現力・思考力を測定することを目的とした論述と面談テストである。

＊「Ｇｅｏｇｒａｐｈｙ］「地理」目的

：人類の相互依存と環境に対する人為的な要素に焦点をあてながら、オーストラリア

と地球社会の環境問題の理解を深める

：地球環境を的確に理解し捉えるための能力を高める

：地理的な問題に対する姿勢、価値、考え方を高める

◎予備コース１２０授業時間で学習する内容は以下のものである。

①ｵｰｽﾄﾗﾘｱの環境の概観②ｵｰｽﾄﾗﾘｱとその生物科学的環境

③ｵｰｽﾄﾗﾘｱが経験してきた人口と雇用の問題④今日のｵｰｽﾄﾗﾘｱが抱える諸問題
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◎ＨＳＣコース学習する時間数も１２０時間であり、内容は以下のものである。

生徒は以下の１か２のどちらかを選択する。どちらも課題学習である。

１世界的規模で考える地球環境の問題。２つのコア学習と１つの選択を選ぶ。

コアｌ自然資源の活用における正誤コア２居住と生活

選択ｌ食物と農業２製品製造業と科学技術の変遷

８オーストラリアとその近隣に関する問題（４つのコア学習と選択を１つ選ぶ）

コアｌオーストラリアの近隣についてコア２文化的多様性と接触

コア３自然天然資源の管理コア４オーストラリアと近隣の関係

選択ｌ食物と都市近郊２都市化の問題

これらの内容を実際のＨＳＣでは、コアを６０、選択を８０、フィールドワークに１

０の比率で分配して採点する。特にその論述力やイラストや図、資料の切り抜きやグ

ラフや表、オーディオヴィジュアルや漫画などを含む表現方法の豊かさを重視する。

Ｖまとめと今後の方向

「歴史」でも「地理」でもオーストラリアに関して、もしくはオーストラリアと地

球世界の関係を中心に学習が進められている。受験の為の詰め込み教育とは基本的に

学習の目的が違うので単純な比較が出来ないが、かなり内容の濃い、深い知識と思考

能力を必要としている。また義務教育課程の延長にあり、基本的にはオーストラリア

に関わる部分が大半を占めているが、同時に各生徒の選択性が強く本人の希望によっ
ては違いが大きい。受験という問題を抱えながらも個人の興味・関心による選択権を

認めるという点では、我が国にとっても参考になる方法であろう。
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AsianGeographer(1990),Vol､９，

TurramurraHighSchool，Ｓｂﾉｳ00ノ地gazmel993

*'》多民族化による社会の多文化化の『ガルバリー報告』や『ジヤスリヤ報告』等を

参照されたい。また、現実のオーストラリア社会の多文化化を理解させる必要性から

オーストラリア社会を対象とした教材開発も活発に進み、日本でも中高等学校生向け

の教材開発が、豪日交流協会を中心として進んでいる。

*2)特に最近は1997年の中国返還問題に揺れる香港の中国人や貿易関係の発展に伴う大

韓民国や台湾からの経済投資移民としての流入が多い。

*3)逆にイギリス本国の方も大英帝国の遺産ともいえる海外領からの移民の問題を抱え

ている.これぞまさしく現代の社会の象徴であり、日本が異常ともいえる状況にある。

*4)学校への権限委譲による問題も生じており、「教育の機会均等」と「社会的公正」

の実現といった課題が今回の教育改革の要因の一つである。

*5)その原型はアメリカの教育方法学からのもので、特別に新しいというものではない

が、各個人の教育的目標の到達度合いを評価基準に取り込んだものである｡日本でも

一部の小学校段階などで試験的に導入されているものがあるが、州内全学校段階での

導入というものは例を見ないはずである。

*6)価値観が変わり、進路や学力でも多様な生徒を抱える我が国でも今後は、評価方法

の見直しを考えるべきではないだろうか

*7)添付の表が示すように、各生徒の興味関心に会わせて多様な選択ができるＨＳＣで

あるが、水は低きに流れるのはセンター入試と同じように「得点」の取りやすいもの

を選択する傾向があると言われている。

*8)CurriculumCorporation,Carlton,Vic,1994,Studiesofsocietyandenvironment

-acurriciulumprofileforAustralian,ｌ９Ｐ

*9》、公教育は２割や８割程度の一部有名大学進学者の為の教育ではない。絶対的一般多

数を中心に基準を修正するべきであるし、また能力を持った才能ある児童・生徒の可

能性を否定するのも学習権の否定につながる。多様な価値観、人生観、教育観を肯定

的に受け入れ差別のない社会の構成員を作り出さねばならない。そのためには指導方

法、指導環境の整備し、指導内容を精選をして単純化する必要がある。日本の現状で

は多くの生徒がパンクしている。

*'０)なおこのＨＳＣは単位認定というよりは、大学入学資格検定に成績評価を加味した

ようなものであり、その成績評価が大学側の選考資料として取り上げられる訳である。

そのため、試験と授業を完全な相互関係的な内容にする必要がある○逆を言えば、試

験に関連の無い内容、話題の否定にもつながり、それが教師にたいする評価とも関連
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単位数、選択者比率は表を参照*'6)教科名、
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ずけられることになる。BoardofStudies:RecognitionofPriorLearningforHＳＣ

*１１)むしろ、学校に基礎を置いた意志決定を維持・発展させ、「社会的公正」と「卓越」

（Excellemce)を希求するためにこの改革が存在するといえる。

*'2）教育財源という部分では教員の給与も社会相対的には低く押さえられており、優
秀な人材の確保の難しさが叫ばれている。また、教員の養成に係わる時間的、経済的

な負担は、教員採用の難しさと関連し教員になろうとする学生を増加させていないが、
どちらも各個人の情熱と努力によってカバーしているともいえるであろう。

*'3)実際の勤労体験を通して自らの人生設計を考える上でも適正を自分で判断させるた
めの体験学習で雇用者が可不可の２段階で採点する。

*'4)学習能力・技能・知識、判断力等の到達目標を規定したものがStageであり、年齢
一律の基準ではない。個人の到達能力、学習能力の差を踏まえた評価方法である
*１５)学期間にあるオーストラリア独特の制度で学校外で働き実社会を知る制度
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ニュージーランドにおける教育行政改革に関する一考察

一EducationReviewOfficeを中心に－

青山学院大学大学院

福 本 み ち よ

はじめに

かつては世界の中でも富裕国の一つであるといわれたニュージーランドは、1980年

代に入り多大な負債額、急激な失業率の上昇、インフレ等厳しい経済状況を強いられ、

その状況は改善されつつあるとはいえ、現在でも経済改革はニュージーランド政府の

最大の課題である。こうした状況のもと、1984年７月に政権の座についたデビッド・

ロンギ(DavidRLange)率いる労働党政府は、様々な分野において性急すぎるともい

われる諸改革に着手した。当時ロンギ首相が教育大臣を兼任していたことからもわか

るように、政府は教育分野に関しても積極的な姿勢をとり、諸改革は当然教育分野に

おいても強力に実施された。これが1988年の教育行政調査委員会(Taskforceto

ReviewEducationAdministration)報告書、いわゆる「ピコット報告(Picot

Report)」を契機に実施された、教育行政史上最大規模といわれる一連の改革である。

「ピコット報告」では、現行の教育行政機構が過度に中央集権化されており、この

体制が２０世紀後半の急激な社会変化に適していないことを指摘し')、より適切な段階

での政策決定を実施するために学校段階への大幅な権限委譲を勧告した2)。この具体

的方策が、教育行政機構の基礎的単位として各学校に設置されるBoardofTrustees

（学校理事会：以下ＢＯＴと略）制度の創設であった。しかしこの制度では、ＢＯＴ

の構成メンバーの中心が教育行政についてはいわゆる素人である父母代表とされたこ

と、しかもＢＯＴに各学校の人事や財政といった重要課題に関する権限も付与された

ことから、この制度を維持・発展させていくためには何らかの補助的な制度・組織が

必要であった。その中で特に重要とされるものが、第１に各学校と地域の間の、また

各学校と国家の間の‘､くさび”３)ともいえるcharter（教育憲章）の作成であり、第

２に各学校が児童・生徒に提供する教育の質を高めるために、ＢＯＴの活動状況を調

査し助言するための機関としてのEducationReviewOffice（教育調査室：以下ＥＲ

Ｏと略）の設置である。

ＥＲＯは教育省(MinistryofEducation)から独立した機関として位置づけられ、

独自の調査方法の開発にも取り組んでいる。しかしＥＲＯによる調査の主眼は、各学

校の教育活動及びＢＯＴの活動が、法規、各学校のcharter及びNational

EducationGuideline等の法的枠組みの要求に合致しているかどうかという点にあり、
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現行のＥＲＯによる調査方法及び内容、またその効果等から鑑みて、教育行政制度に

おけるＥＲＯのあり方は検討する余地があると考える。

以上の観点から、本稿は学校段階への権限委譲をねらった一連の教育行政改革の中

で、教育行政機構の基礎的単位であるＢＯＴの活動を調査し助言する機関として設置

されたＥＲＯに焦点をあて、以下の点を検討することを目的としている。第１に設置

の背景、第２に活動内容の分析、第３にその意義と課題である。なお、ＥＲＯの調査

対象は就学前教育段階から高等教育段階までの全般にわたるが、本稿では特に義務教

育段階に限定して論をすすめることとする。

１．１９８０年代後半の教育行政改革と調査機関設置構想

1．「ピコット報告」による調査機関設置構想

(1)ピコット委員会の設置と報告書の内容

1980年代以降特に厳しい経済問題に直面する中、1984年にデビッド・ロンギ(David

R・Lange)率いる労働党政府が誕生すると同時に、政府は大型間接税の導入、国営事

業の民営化、福祉制度の見直し等大規模な経済改革に着手した。そして'987年には大

蔵省から「政府所得に関する大蔵省書簡」（TreasuryBrieftothelncoming

Government)が出されるが、その中で教育分野に関しては国家教育予算の削減、合理

化・効率化等が提起された4)。教育省のジェームズ・イルビング(Jameslrving)は、

「特に西洋諸国における近年の教育改革に影響を与える主要な要因は、７０年代に起

こった経済状況の変化にある」５)と指摘しているが、大蔵省書簡と同じ年の７月にブ

ライアン・ピコット(BrianPicot)を委員長とする教育行政調査委員会が設置された。

委員会の権限は、「教育行政を推進するにあたり、可能な限り迅速かつ責任ある対応

をするための中央官庁の機能の検討」‘)等とされた。そして委員会は設置からわずか

９ケ月後の1988年４月に、「卓越を求める管理一ニュージーランドにおける効果的な

教育行政」（AdministeringforExcellence：EffectiveAdministrationi、

Education、いわゆる「ピコット報告」）と題する報告書を提出した。「他のどの報

告書も、プライアン・ピコット率いる委員会による1988年発行の「卓越を求める管

理」と同様には、政府により厳重かつ包括的に実行されはしなかった」７)という記述

にも表れているように、この報告書がそれ以降の教育改革に対する政策の基盤となっ

ていくわけである。

報告書の中で委員会は、現存する教育行政制度を調査分析し、その特徴として「政

策決定の際の過度の中央集権化」「教育行政機関の複雑さ、またそこからくる効率的
な教育行政活動及び情報の不足」「各分野の無力感」８)等を指摘した。そして効果的

な教育行政制度確立のための主要点として、「単純化」「適切な段階での政策決定」
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「国家的目標の設定」９)等を提起した。これらを柱に委員会では具体的な提案内容を

まとめたわけだが、その主要な内容は以下の通りである。第１に中央教育行政につい

ては、①教育省(DepartmentofEducation､1989年教育法によりMinistryof

Educationに改称)の改組、②EducationPolicyCouncil（教育政策審議会）、

ReviewandAuditAgency（調査・会計検査機関：以下ＲＡＡと略）、Parent

AdvocacyCouncil（父母擁護審議会）の設置であり、第２に地方教育行政について

は、①ＢＯＴの設置、②charterの作成であった'0）。このように、ピコット報告に

よって初めて調査機関の設置が構想されるが、これが現在のＥＲＯの設置へとつな

がっていくことになる。

(2)「ピコット報告」によるＲＡＡ設置構想

ＲＡＡ設置構想は、「ピコット報告」第３部「提案事項」の第６章「中央段階にお

ける新機構」の中で新機構の一つとして出された。これによると、ＲＡＡは「教育大

臣に直接報告する独立した調査・監査機関」であり、その設置の目的は「各教育機関

が教育目標の達成に向けて、独自の発展を評価する援助を行う」こととされた''》。

この目的は、「各教育機関の教育活動の公的な監督は、その目的のために特別に設置

された機関によって最も良く実行され得る」’2）という委員会の信念に基づくもので

あった。

この構想では、ＲＡＡの機構や活動内容等がかなり具体的に述べられている'3）。

第１に実際に調査を行うチームの構成員については、１人以上のカリキュラム専門家、

公選による校長、地域代表、及び財産管理経験者とされた。第２に調査の観点が示さ

れ、具体的にはカリキュラム、財政、雇用機会の均等、教育機会の均等などが挙げら

れた。第３に調査手順については、まず始めに予備的データが与えられ、その後情報

収集と各学校の教育活動の基準を調査・評価するために第１回学校訪問が行われる。

この学校訪問をもとに、チームは教育機関の経営の長所・短所を指摘する報告書を作

成し、改善のための勧告を行う。この報告書については、各教育機関がそれを批評す

る機会が与えられ、各教育機関の確認を得ることになる。そして、第１回学校訪問か

ら１期後に第２回学校訪問が行われる。この調査にもとづく報告書は詳細にかつ公的

に作成され、必要と思われる改善に関する勧告を添えて教育大臣に提出される。この

報告書が正式な最終報告書となるわけである。しかしこの報告書により重大な欠陥が

指摘された場合、その教育機関には６ケ月後の再調査が通告される。この再調査にお

いて改善が見られない場合、ＲＡＡにはｌ)ＢＯＴに対する改善措置の指示、２)ＢＯ

Ｔメンバーの解雇及び再選出の招集、３)ＢＯＴメンバーの解雇及び法定管理者の指名、

の権限が与えられる。第４に、調査時期は２年以上間をおかないで実施する、とされ

た。
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このように「ピコット報告」においては、ＲＡＡの規模に関する記述はみられない

が、調査方法からみてＲＡＡが各学校におけるＢＯＴの活動に対し、かなりの影響力

をもつものとして構想されていたと思われる。またその一方で調査チームの構成員に

地域代表を含めている点から、このＲＡＡ構想においても「ピコット報告」の一貫し

た改革の主要点である「学校（地域）への権限委譲」という柱を十分に意識していた

と考えられる。

2．Tomorrow，sSchools”によるＲＡＡ設置構想

さて、1988年４月に「ピコット報告」が出された後、政府はこれをもとに改革方針

をまとめた教育段階別の文書を次々に発行した。これが1980年代後半に始まる教育行

政改革の３部作ともいえるもので、義務教育段階に関する「明日の学校(Tomorrows

Schools)」（1988年８月）、就学前教育段階に関する「５歳前(BeforeFive)」（同

年12月）、義務教育後教育段階に関する「生涯にわたる学習(LeamingforLifel

。Ⅱ）」（Ｉが1989年２月、Ⅱが同年８月）である。ここではこのうち、

堅Tomorrow'sSchools”によるＲＡＡ設置構想を考察する。

“Tomorrow'sSchools”によるＲＡＡ設置構想は、「ピコット報告」による設置構

想を大部分継承した形で述べられているが、その中で「ピコット報告」ではみられな

かったいくつかの重要な点がある。

第１に、設置目標が「独立機関としてのＲＡＡは、教育機関が使用する政府補助金

に対する責任、及び（教育機関の活動と※著者補足）charterに記載された教育目

標との合致を保証するために設置される」’‘〉とされた点である。「ピコット報告」

では、単に「各教育機関が教育目標の達成に向けて、独自の発展を評価する援助を行

う」’5）とされていたものが、これによりＲＡＡが各学校の会計監査に関する調査権

限をもつことが明記された。

第２に、ＲＡＡの任務が各教育機関に関する調査だけでなく、他の組織（特殊教育

サービス(SpecialEducationService）、教員養成カレッジ(TeachersCollege、後
にCollegeofEducationに改称)）の各教育機関に対するサービス活動に関する調

査、及び教育省に対する政策的助言の実施が加えられた。ここで教育省に対する政策

的助言が任務として加えられたことは、非常に注目すべき点であるといえる。また、

1989年中にＲＡＡの行政長官(ChiefExecutiveOfficer)の責任で、異なるタイプの

学校に対応できる調査方法及びＲＡＡ自体の実施計画を開発することが示された。
このように轡Tomorrow､sSchools”によるＲＡＡ設置構想では、ＲＡＡの性格が

かなり明確に示された。特に各学校の財政、すなわち政府補助金に対する責任に関す

る調査がその任務として明示されたことは、「ピコット報告」とは異なる大きな点で
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ａ塾Today'sSchools”によるＥＲＯに対する勧告

さて、1989年１０月に「1989年教育法」（EducationActl989)が制定され、新教育行

政機構が事業を開始した。ＥＲＯは、教育省とは独立した一政府機関として行政機構

に位置づけられた（図１参照）。実際の各教育機関に対する調査活動は、1990年７月

から初等・中等学校については３年ごと、就学前教育サービス及び在宅により教育を

受ける児童・生徒については１年ごと（のちに２年ごとに改正）に実施されることと

なった'6）。

【図ｌ現行教育行政機構】
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ある。ここからも、ＲＡＡが「ピコット報告」による構想以上に大規模かつ重要な役

割を担うものとして構想されたことがうかがえる。そしてこの“Tomorrows

Schools”をふまえて1989年１０月に「教育法」が制定されるが、ＲＡＡについては

1989年６月の機関が設置される前の段階で、ＲＡＡをＥＲＯに改称することが決定さ

れている。
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しかし、ＥＲＯが各教育機関の調査を開始する前の1990年４月にある報告書が提出

され、この報告書の勧告によりＥＲＯに大幅な改善が要求された。この報告書とは、

前大蔵事務次官(ex-SecretaryoftheTreasury)のノエル・ロー(NoelV・Lough)を

委員長とする教育改革推進過程調査委員会(TheEducationReformImplementation

ProcessReviewTeam)の報告書「今日の学校(Today･sSchools)」である。この委

p､5.）



員会の設置目的は、1989年10月の教育法制定により導入された“Tomorrows

Schools”による政策が６ケ月たった現在どのように推進され、またどのような改善

が必要か、「現在までの教育行政改革の過程及び成果の幅広い調査を実施し、その過

程及び機構において必要な改善を提言する」’7）ことにあった。しかしこの背景には、

ロンギ政権により強力に推進されようとしていた“Tomorrow､sSchools”による教育

改革政策を、1989年８月にロンギ首相にかわり政権の座についたジェフリー・パー

マー(GeoffreyW・Palmer)率いる新労働党政府が、今後どのように方向づけていくか

を調査する意図があったと思われる。

さて、“Today'sSchools”は各教育機関や教育省をはじめとする各行政機関に対し

て調査・勧告を行っているが、ＥＲＯに対する勧告は以下の４点である'8）。すなわ

ち第１に、政府はＥＲＯに対してなされている現在の財源配分を縮小し、学校へ向け

直すこと、第２に、ＥＲＯの人員を中央での調査方法開発担当と調査分野スタッフと

に再組織化することにより現在の約半分に縮小し、それぞれが特定の領域の責任をも

つこと、第３に調査方法開発担当は、この報告書により学校に提案された新管理機能

と一致した明確な調査方法の確立に責任をもつこと、第４にＥＲＯの調査分野スタッ

フの明確な目標は、最も効果的な学校調査を実施するための調査方法を活用すること

である、というものであった。この結果、政府はＥＲＯの財源を実質的に縮小し、ま

た人員を200人に縮小することに同意した。さらにＥＲＯは、これまで各地方事務所

(districtoffice)ごとに開発されていた調査手順を見直し、標準的な調査方法を導

入することが要求された'9〉。

これらの勧告は、ＥＲＯの規模縮小をねらったものであり、その根底には「学校内

の行政的経営的枠組みの強さが、教育成果を高める最も効果的なメカニズムである」

20》という委員会の主張があった。またＥＲＯに対する委員会の見解の第一優先課題

は「学校管理の実施においてはその欠点を学校内で直接修正すること」２１）、言い換

えれば学校内における自己評価の確立とされた。このような委員会が描いたＥＲＯの

方向性は、「将来の調査のアプローチは幅広いものではなく、より狭く焦点化したも

のとなるであろう」２２）という文言に端的に表されている。このように、“Today's

Schools”の勧告によりＥＲＯは、その活動が軌道にのる前に大幅に修正されたので

あった。

Ⅱ、ＥＲＯの現状

1.組織

さて、ＥＲＯは1994年10月現在、ウェリントン(Wellington)にある共同事務所

(CorporateOffice)と11の地方事務所により構成されている。各教育機関に対する調
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査活動は、各地方事務所の調査官により実施されている。組織の中心となる共同事務

所には長官(ChiefReviewOfficer)がおり、ＥＲＯ全体を統括している。その下に、

地方事務所を統括する２部署(NorthernGroup，SouthernGroup)と、KohangaReo及

びKuraKaupapaMaori23）の調査活動を含めた、主としてマオリ教育に関する業務

を行うマオリ教育プロジェクト部(MaoriEducationProjectUnit)をはじめとする４

部署がある（図２参照）。

【図２ＥＲＯの組織】
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(Source：EducaitonReviewOffice， Statementoflntentl994/95, 1995,ｐ､37）

2.各教育機関に対する調査・報告活動

これまで述べてきたように、ＥＲＯの主要な任務は各教育機関に調査活動である。

そしてＥＲＯの活動方針は「質の高い教育に寄与する質の高い評価」２４）とされ、こ

の方針のもと各教育機関に対する調査が行われている。

各教育機関に対する調査は、その内容により以下の二つに区分されている。

(1)会計検査報告書(AssuranceAuditReport）

この報告書は、各教育機関の経営（ＢＯＴの活動）が法規、charter、「雇用機会

均等プログラム」（EqualEmploymentOpportunity：以下ＥＥＯと略）等の政策方針

と合致しているか、という観点にもとづく調査報告書である。報告書の具体的な項目

は、表lに示した通りである。

ここでは事例としてElmwoodNormalSchoolを挙げた。この学校はクライスト

チャーチ(Christchurch)にある、児童数約560名の教員養成カレッジ(Collegeｏｆ
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Education)付属の初等学校である。調査はＢＯＴの活動、カリキュラム等について行

われ、その結果'994年の報告書では九つの改善事項が提案されている。その内容は以

下の通りである（〔〕内は改善の根拠となる基準）２５）。

・ＢＯＴの責任の全領域に関する自己評価プログラムの開発〔National

AdministrationGuideline4-2〕

・NationalEducationGuidelineの実行に関する文書の作成〔National

AdministrationGuideline4-l〕

・全カリキュラム領域における生徒の到達度の定期的な評価の確立〔National

AdministrationGuidelinel-2,5〕

・ニュージーランドの文化的多様性とマオリ文化の特徴的な位置づけを反映させた

政策の開発及び実行〔1989年教育法第63条〕

・毎年のＥＥＯプログラムの開発及び実施〔StateSectorAmendmentActl989第

７７条Ｄ〕

・校長、副校長、校長補佐による年次教育活動同意書の準備〔National

AdministrationGuideline2-2〕

一法的基準に見合うようにスイミングプールの門の修理〔FencingofSwimming

PoolActl987第２条、1989(amended)〕

・教員養成カレッジとの関連に関する政策、及び時間外音楽クラスに関する政策の

開発〔ElmwoodSchoolCharterp､18,20〕

これらをみると、調査がかなり細かい部分に対してもなされていること、さらに調査

の基準となる法規等が多様であり、調査官の専門性が要求されることがわかる。

【表１AssuranceAuditReportの項目】

1.背景調査範囲
教育機関情報位置／型／特徴／教員／在籍者数／民族別割合／男女別

割合／報告書日付／前回報告書日付
2.概要

ａ調査結果ＢＯＴ活動／カリキュラム／生徒支援／マオリ教育／人事／財政／
資産／教員（組合）

4.改善が必要と思われる事項
5b提案

(Source：EducationReviewOffice，AssuranceAuditReport：ElmwoodNormal
School，1994.9）

(2)教育活動調査報告書(EffectivenessReviewReport）

この報告書は、生徒の教育的到達度や各学校の教育内容の重要性及び効果等に焦点
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旬

をあてた調査報告書である。報告書の具体的な項目の例は、表２に示した通りである。

これをみると、この報告書が特に教育内容に焦点をあてていることがわかる。また

「、ナショナル・カリキュラム」では、教科別にそれぞれ生徒の到達度及びその要因

が分析されている26）。

【表２EffectivenessReviewReportの項目】

１.背景調査範囲

教育機関情報位置／型／特徴／在籍者数／民族別割合／男女別割合
報告書日付

２概要

ａ勧告
く調査結果＞

4.到達度の基準
5b到達度に関する全体的な状況

６生徒の到達度に寄与する学校の幅広い要因政策／運営／学習環境／生徒評価
Ｔナショナル・カリキュラム

8.生徒集団マオリ

(Source：EducationReviewOffice，EffectivenessReviewReport：HeatonNormal
Intermediate，1993.10）

さらにＥＲＯでは各教育機関の調査のほかに、評価サービス活動(Evaluation

Service)を実施している。この活動では、ニュージーランドの教育全般にかかわる問

題を調査し報告書を作成・発行している。ちなみに'993/94年には、六つの報告書

（「効果的な学校経営」（EffectiveGovernance)、「自己評価」（SelfReview)、

「ニュージーランドの良い学校：訓練及び教育サービス活動の事例」（GoodNew

ZealandSchools：examplesofgoodpracticeandservicedelivery)、「1年生か

ら４年生」（Ｆｏｒｍｌｔｏ４）、「第２言語の学習」（SecondLanguageLearning)、「

ニュージーランドカリキュラムにおける数学」（MathematicsintheNewZealand

Curriculum)）が発行されている。

Ⅲ、EducationReview0fficeの意義と課題

以上、ニュージーランドの教育行政改革についてＥＲＯを中心に考察してきたが、

最後にこれらを通して現在のＥＲＯが抱える問題点をいくつか提示してみたい。

第１に、教育省との関係についてである。確かにＥＲＯは教育省からは独立した一

政府機関として位置づけられ、独自の調査方法の開発も進めているが、あくまでも調

査の基準は法規をはじめ各教育機関と国家との間の契約であるcharter及び教育省

が設定するNationalEducationGuideline等である。｡Tomorrow'sSchools”でＲ
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ＡＡ設置構想を提案したデビッド・ロンギは「現在のＥＲＯは教育省の隠れ蓑になっ

ている」２７〕と痛切に批判しているが、ＥＲＯがどこまで独自の政策により活動し、

成果を挙げることができるのかが、ＥＲＯの存在を意義づけるはずである。しかしそ

の判断を下すには、もう少し時間を要するであろう。

第２に、ＥＲＯの規模と任務とのバランスの問題である。1994年現在ニュージーラ

ンドの初等・中等教育機関の数は、公立学校だけでも2,500校以上はある28）。しか

もその学校は必ずしも都市部にあるとは限らず、当然遠隔地にも点在している。これ

に対し、ＥＲＯの全人員数（調査官及びその他）は200人以下とされ、ｌ教育機関の

調査及び報告書の作成だけでもかなりの日数を要すると思われる。これらを考えると、

現在のＥＲＯの規模が適正なのかどうか、検討する必要があると考える。これは言い

換えれば、ＥＲＯの存在意義をニュージーランド政府がどう認識するかという問題に

関わることであり、今後のＥＲＯの動向に注目したい。

第３に、ＥＲＯによるマオリ教育に対する評価の問題である。ＥＲＯでは組織内に

マオリ教育を専門に扱う部署を設け、独自の政策を開発している。また各教育機関に

対する調査では、KohangaReoやKuraKaupapaMaoriもその範囲とされている。し

かし、マオリやサモアをはじめとする南太平洋諸島系民族が多い地域の学校が抱える

問題は、その地域の社会的基盤に起因することが多く、非常に根深い問題である。マ

オリ教育に対する政策は教育省ですら現在開発途中であり、今後さらに増設される方

向にあるKohangaReoやKuraKaupapaMaori等の教育機関を調査・評価し改善の

提案をすることは、ある意味では非常に難しい問題であるといえよう。

おわりに

1970年代のイギリスのＥＣ加盟や1980年代の厳しい経済問題等は、ニュージーラン

ドの政策全体の方向を大きく転換させた。これは教育分野においても同様であり、

ニュージーランドの教育はいまだ流動的な部分を多く残している。特に1980年代後半

の教育行政改革が、非常に短期間のうちに行われたことによる影響は大きい。

今後ニュージーランドの教育行政がどのような方向に進んでいくのか、その動向に

は注目したい。

ＭｐＲ

(注）
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アポリジニーの教育一教育の保障の視点から｡－

青山学院大学

笹森健

１．本稿の意図と課題

国連は１９９３年を「世界先住民のための国際年」とし、先住民に対する自発的援助を

し、かつ世界の人たちが先住民に対し関心をもつよう働きかけた。国連の作成した資料に

よると、居住地域別の先住民族の数は、北アメリカ（北極圏を含む）地域に７４民族、南

アメリカ大陸地域５７民族、アジア地域４６民族、アフリカ地域２２民族、オセアニア地

域２４民族であるとしている。（I’これら先住民の実情については、それぞれの国・地域

で把握しようとしているが必ずしも十分とは言えない現状であり、ましてや彼らに対する

教育の保障を積極的に進めている国は世界全体からみれば少ない。

本稿ではオーストラリアの先住民アボリジニーに対する教育の現状について、教育の保

障はどのようになされているかの視点から考察を試みるのが目的である。それは、英連邦

の---国として建国されたオーストラリアが、英国人が１８世紀末に渡来して以後、先住民

アボリジニーの居住地域を次々に植民地として開発し、彼らを辺地に追いやって現在に至

っているからである。とはいえ、現在でも数は少ないものの、アボリジニーはオーストラ

リアを構成する国民として住んでいるわけで、連邦政府及び州政府は彼らの生活を保障す

るために種々の政策を実施して来ている。現在は教育面からの援助も重視されており、オ

ーストラリアの一員として生活するために必要な言葉や知識・技能を習得させる方策が積

極的に進められている。アボリジニーの子どもに対する教育は勿論のこと、これらの子ど

もを教えるアボリジニーの教員養成、さらにオーストラリア社会で活躍する若者のために

高等教育機関で学習する機会を与えるなどの政策がとられている。多くの国からの移民を

受け入れているオーストラリアではあるが、先住民アポリジニーに対する教育も重要な課

題であることには変わりはない。。

対象となるアボリジニーの現状について、連邦政府アポリジニ･一間題担当局(Department

ofAboriginalAffairs)は１９８８年、他のオーストラリア人との比較を次のように示し

ている。（”

・アポリジニーの寿命は他のオーストラリア人に比べ２０年短い

・幼児の死亡率は改善されてはいるが、オーストラリア人の幼児に比べてまだ３倍高い

・失業率は凶の平均の約４倍

・収入は平均でオーストラリア人の僅か３分の２

・アポリジニーの不就学数はオーストラリア人の約１１倍

・中等教育以上の資格を有するアポリジニーの割合は国全体の割合の４分の１

・幾つかの州におけるアポリジニーの投獄の割合はオーストラリア人の約１６倍

以上の状況を示し、さらに「過去２００年以上のオーストラリアの歴史でアポリジニーの

不平等な遺産は残されたままになっている。したがって、この問題は政府の特別な計画が

ない限り克服出来ない」と記述している。これによりアポリジニーの置かれている状況は
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伺え、教育面でも不利な現状であることがわかる。本稿ではこれらアボリジニーに対する

教育に関し、教育の保障がどのようになされているかを明らかにすることが課題である。

２．アボリジニーの現況

アボリジニーという場合、アポリジニーの各種族の人、アボリジニーと自分で認めてい

る人、その地域の人々にアボリジニーーとして受け入れられ,ている人を含めて現地では言わ

れているが、《:”ここでは公式文書、統計に表れている人と限定していきたい。その理由

は現在では５年毎の国勢調査の際に、アボリジニーであると自己申請をした人のみをアポ

リジニーとして取り扱っているためである｡

さて、最も新しい１９９１年の国勢調査によると、アボリジニー･とトーレス海峡島しょ

民の合計は265,492人となっており、その中アポリジニーは238,590人で、全人口の約1.

5%となっている．この数は前回(1986年）の国勢調査より17％増加となっており、全人口

の伸び率８％の２倍の増加率となっており注目すべきであろう。‘ｲ》

州別に１９９１年現在のアボリジニーーを人口をみると、次のようになっている。

ニュサウスウェルズ州(ＮｃｗＳ()uUlWales‐以下ＮＳＷ）

ビクトリア州(Victoria-以下ＶＩＣ）

クイーンズランド州(Queensland-以下ＱＬＤ）

南オーストラリア州(SoutllAustralia-以下ＳＡ）

西オーストラリア州(WestemAustralia-以下ＷＡ）

タスマニア州(Tasmania-以下ＴＡＳ）

北部準州(NorthemTerritory-以下ＮＴ）

首都直轄区(AustralianCapitalTerritory-以下ＡＣＴ）

70,020人

16,736

70,130

16,238

41,792

8,886

39,918

１，７７２

26.4％

6.3

26.4

６．１

１５．７

3.4

15.0

０．７

上記の右端に示す割合はアポリジニー全体に対するものであるが、全人口に対する割合で

は最も高いのがＮＴで約22.5％、以下はＷＡの2.9%、ＱＬＤの2.2%と地域により大きな差

のあることがわかり、これらの州の彼らに対する教育の保障が重要な課題となっている。

３．アポリジニーに対する対応の変遷

連邦政府アポリジニー問題担当局が「過去２００年以上のオーストラリアの歴史でアポ

リジニーーの不平等な遺産は残されたままになっている」（５）と指摘しているが、それは長

い歴史の中で作り上げられてきたものであることは言うに及ばない。そこで、アボリジニ

ーに対する対応の変遷について概観し、現在の諸施策の背景の手掛かりとしたい。

ヨーロッパ人の植民が始まる前のアボリジニーは、口伝、模倣、観察といった伝統的な

教育の形態をもち、その特徴は次の五つであるとハリス博士（Dr・StephenHarris)は指摘

している。それは①学習は観察や模倣を通して行う、②個人は試行錯誤を通して学ぶ、③

訓練よりも実際生活の行動を通して学ぶ、④生活に関連する技能の習得を重視、⑤情報か

ら学ぶのではなく人間自身から学ぶ特徴であった。（‘）

ところが、ヨーロッパ人の植民が始まり、アボリジニーを土地から追い出し、経済的に

も精神的にも、さらに社会的にも生活の手段を彼らから奪い去ったのである。連邦政府下
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院の報杵にも、「西欧人の到誇により、伝統的なアボリジニーーの教育と文化的知識の伝達

様式は、アボリジニー社会の破壊に直而して不適切なものとなった。とはいえ、西欧人の

植民した初期にはアボリジニーに対する教育も殆ど用意していたわけではなく、それ以来

現在までアボリジニーに対する教育は不適当なものか、あるいはオーストラリア社会へ吸

収することを前提にしたものであった。現在のアポリジニーの教育的不利益は、この歴史

的経験がその源（ルーツ）になっている。」（７）と、植民当初の状況を記している。

この時期、すなわち１８００年代はじめにはアポリジニーーに対する教育は全くなかったわ

けではなく、アポリジニーのための正式の教育の試みが植民地政府から発表され、５人の

男の子と11人の女の子が１８１５年開設の学校に入ったが、長くは続かなかった。‘Ｈ１こ

の学校は正式の教育の試みとはいえ、教育の保障という立場からのものではなく、生活の

手段を奪われて放固されている子どもに対する慈善的なものに過ぎなかった。

１９世紀末からは「保護の時代」とまとめられよう。１８６０年にはビクトリアの植民

地政府はアボリジニーのための中央委員会を設問して政府支出を決めたり、６８年にはア

ボリジニーのクリケットチームを英国に派遣したり、９２年から１９０７年まではオース

トラリア教会伝道協会が混合の伝道集会を開催するなど、彼らを保護する方向をうちだし

た．キリスト教の各宗派は彼らのための学校を設置したが、植民地の公営学校では彼らの

教育を保障するための教育政策は何らなされなかった。彼らが受けた教育は保護された学

校でのみなされたのであった。（'’

１９４０年頃からは保護・隔離政策から、より広い共同体への「同化政策」であったと

言えよう。これは１９６１年の原住民社会福祉会議で明確にされた。「すべてのアボリジ

ニー、一部のアボリジニーがオーストラリア人と同じ生活様式を効率的に採り入れ、他の

人と同じ権利、特椛を享受し、同じ責任をもち、同じ慣習（同じ信仰により）をもってオ

ーストラリア社会の一員として住むことを期待される。」《'１１'の一文にも分かるように、

この時期の教育はオーストラリア社会へアポリジニーを吸収することが鍵の一つであった

。教育はアボリジニーに労働力として同化する基本的技能を訓練するためのものであった

‘，１９６０年代半ばまでに初等教育年齢の子どもの大部分は、期間はともかく学校に行っ

た。しかし中等教育への参加は非常に低かった。すなわち、１９６４年のＮＳＷ教員連盟

の調査では９％しか中等教育に進まず、しかも彼らの５８％は出来が悪かったという。

１９７１年第２回目の調査では中等教育の遅進クラスにいたアボリジニーの子どもの３８

％が少し進歩を示したと報告している。‘'1)これをみても、同化政策は教育的成果では十

分な発腰をもたし、,．iにとがlll来ず、補充教荊|、iを導入せざるを得なかったのである‘，

１９７０年代初頭からの政府の政策は、同化政策より自決及び自営させる政策に変更し

たと言えよう、１９６９年のＩアポリジニーの学習援助計画」（AboriginalStudyGl･aIlts

Scheme‐ABSTUDY）の実施など次項で示すように、アボリジニーの文化の妥当性及びアボ

リジニーによる管理の重要性を認識し、彼らの要請に合う計画を策定する責任をもつこと

であった。政策の変更は、当然のことながら連邦政府の財政計画にも影響を与え、財政的

関与を多くした。また、教育而では彼らに対する教育政策の策定の必要性は勿論のこと、

彼らの文化的相違性を国民全体に認識させて、全国の学校でカリキュラムにアボリジニー

に関する知識や文化の価値を教える方向が示されたのである。と同時に、これらの政策の

策定の過程でアポリジニーの参加を増やし、地方ではアポリジニーを教員として雇用する
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ことや、教授の補助や連絡調整員を学校で雇用することなどが要請されたのである、バチ

ェラーカレッジ（UalcllelorCollcgo)の設置はこの政策の－－つであるといえる。これは

アボリジニーの教員を養成するのが目的であり、彼らによる自分たちのコミュニテイーの

子どもを教育させようとする、いわば自決の政策の一つである。これは、１９６０年代中

頃にコミュルダカレッジに付設されたのが始まりで、１９７４年にバチェラーに移り更

に１９８２年に現在の地に設置されたのである。教育の保障が制度的にも実質的になされ

るのは、この時期以後であるといえよう。

４．連邦政府のアボリジニーに対する教育政策

教育の保障という観点から次の四つに区分出来よう。すなわち、①財政面で援助の時期

、(2)組織的な援助政策策定の時期、(3)援助政策促進の時期、④政策決定にアボリジニー参

加の時期といえ、現在は教育の保障を彼らの政策決定への参加により猶得している。

l)財政面での援助には、前記したバチェラーカレッジが挙げられるが、他に１９６９年

の「アボリジニーの学習援助計画」、１９７０年の「アボリジニー中等教育補助金計画」

(Aborig-iIlalSecondaryEducationGrantsScheme‐ABSEG)がある。前者は、主に中等、

問等教育を受けようと希望する学生に対する財政援助で、パートタイムの学生やＴＡＦＥ

の学生も対象とされた。実際には１９６９年に115人、１９７５年1,875人、１９８４年

には12,800人までに対象の学生が増加している。《'2)後者は特に中等教育段階の教育を受

ける機会を増やし、学習から十分な効果を生み出せるよう奨励するのが目的で、援助は様

な々手当ての支給により行われた。また、生徒、学校、家庭一体の学習計画を策定し、そ

れを通じて今後の計画の話し合いや諸問題の解決のために助力するものであった。

2)組織的な援助政策は１９７５年にシドニー大学で始められた「アボリジニー教授補助訓

練計画Ｉ（AboriginalTpacllingAssistants-ATA)が最初といえよう。これは、資格のある

非アボリジニー･やアボリジニーの教員を補助するために、就学前学校から中等学校までの

学校で雇われたアボリジニーを訓練する計画で、連邦の援助でシドニー大学で実施されて
いる．連邦政府は州当局に彼らに正式に訓練の機会を与え、計画で得た経験を認めて地位

を与えるよう奨励している。この計画は１９８４年以降教員養成系の大学に採用され、ま
たＮＴのバチェラーカレッジでも学習できる。ＮＴでは、さらに２年間ＮＴの大学に進み

正式の教授資格を取得することを可能とした。《'細）

また、「アポリジニー教育協議会」（AboriginalEducationalCoIlsultativeGroups-･AECＧ

）の設閥も而過11|来ない‘，これも’９７５年に結成されたもので、メンバーは全てアボリ

ジニーで構成され、連邦学校委員会(CoInInonwealthSchoolsCoII皿ission）が補助金を出し
た。アボリジニーの教育推進のための教育計画・政策の企画、促進に関わる決定に参加す
る機会を与え、二つの狙いをもっていた。一つはアボリジニーでない人々 にアポリジニー

の文化や社会を学習する道をより充実させること、それと地方に住むアボリジニーに教育

に積極的に関わるように奨励することであった。これは１９７７年には全州・区で結成さ
れるまでになったが、各州・区で名称も異なるので、原名で一覧を示そう。《Ｍ１

NTFEPPl(NTAboriginalEducationConcultativeGroup）

ACTAboriginalEducationConcultativeGroup
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フレーザ一政権（MrMaIcolmFraser)が１９７７年に設置した「全国アポリジニー教育委

員会」（NatioIlalAboriginalEducatiollCoInmittee-NAEC）は１９８７年に雇用・教育・

訓練省（Deparln1entofEmployment,EducationandTraining-DEET）が設置されるまで、

注目すべき成果を挙げた。（'5》これはアポリジニーの教育に関して連邦政府に基本政策を

提言する委員会で、連邦学校委員会やオーストラリアユネスコ委員会などの代表者から

構成された。アポリジニーに関する政策書簡を作成して下院アポリジニー教育特別委員会

(TheIIouseofRepresentativesSelectCoInmitteeonAboriginalEducation）に提出し

たり、アボリジニやＩ、レス海峡島しょ民のための教育の目標や指針をまとめて出版し

た⑪彼らに対する教育の保障を組織的、かつ積極的に進めたのである。一方、１９８３年

には「参加・公正計画指針」（ParticipationandEquityProgramGuidelines）や「アボ

リジニーー訓練計画」（TrainingforAboriginalsPrograln)などを策定し、彼らの教育や社

会生活の保障を連邦政府として促進した。１９９０年には、「全国アボリジニー雇用・教

育・訓練委員会」（NationalAboriginalCoInmilteeonEmPloyment,EducationandTrai-

ning）が設置され、NAECと従前のアポリジニー雇用・訓練委員会（１９７８年設置）両者

の機能を包括させ、組織的に援助を進めた。

3)援助政策の促進は、１９８５年の下院アポリジニー教育特別委員会の報告書（Aborigi‐

IIalEducation)で明確にみられる。すなわち、アポリジニーの教育達成の度合いは明らか

に非アボリジニーの教育より劣っていると結論づけ、次の３点を勧告した。（'6〉

その第一はアボリジニーの教育統計資料の蒐集に共同して当たり、政策決定に必要なデー

タベースを改善すること、第二に教育段階すべてにおいて、アボリジニーの教育達成の標

準を設定するについて研究すべきこと、第三に上記のAECGとNAECがアボリジニーの教育に

関し、彼らの現実の要請を考慮して大所高所から目的を設定したり再検討すること、であ

-,た‘’援助政策を細次いで策定したにもかかわらず、効果が出ていないと判断して、政策

促進を狙っての勧告であった。同年(1985年）の「アポリジニー雇用・訓練計画報告書」

(AboriginalEmploymentandTrainingProgramsReport)でも、彼らの労働市場での労働

経験や教育段階に注目して雇用を促進するように提言したのである。（'7）

4)政策決定にアポリジニ･-参加の政策を打ち出したのは、１９８８年にDEETが設置したア

ボリジニー教育政策検討部会（Aborigi､nalEducationPolicyTaskForce）で、国家とし

てアボリジニーの教育政策を策定する必要性を勧告した。その内容は、１９９２年までに

アポリジニーの５歳から１５歳の子どもの就学を85％から100%に、２０００年までに１

６歳と１７歳の子どもの就学を26％から55％に引き上げるというもので、それを実現させ

るための委員会を設置する必要性を勧告した。（Ｍ１）「アポリジニー・トーレス海峡島しょ
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民委員会」（AboriginalandTorresStraitlslanderCoiIlmissioIl-A'『SIC）設置法案はこ

の勧告に基づいて作成されたもので、翌89年に通過成立し、１９９０年３月より活動を開

始した。すなわち、この年(1990)からアボリジニー参加のもとで教育政策が策定されるこ

とになったのである。この委員会は２０人の委員で構成されているが、１７人はアボリジ

ニーとトーレス海峡島しょ民で６０の地区議会(690人の議員）から選出された。ここに、

構成員の大部分を彼らが占める委員会が誕生したのである。この委員会の目標は①政府の

政篭立案と実施に最大限に彼らの参画を保障する、②自己管理と自給を促進する、③住民

に対する経済、社会、文化の開発・発展を保障する、④教育のあらゆる段階で住民に関係

する政策の調整を保障する、ことであった。《１，)すなわち、政府はこの委員会の設置によ

り彼らに教育の保障を自分たちで確保させる、いわゆる自決を促したものといえ、ここに

政府の政策の基本的な狙いをみることができる。他言すれば、その基本的な狙いは彼ら自

身による、より地域に適合した政策の策定とその実施であった。ATSＩＣは早速「国家アボ

リジニーー・トーレス海峡島しょ民のための教育政策」（NationalAboriginalandTorres

StraitIslanderEducationPolicy-NAEP-JointPolicyとも言う）を策定し、一方、連邦

政府は「アボリジニー教育重点優先計画」（AboriginalEducationStrategiclnitiative

sI'r()RrilmAESIP）を砿定して財源措価をはかり、実施を促進したのであるnNAEPは６州

２直輔区の政府すべてが２０００年を目標に、アポリジニー・トーレス海峡島しょ民のた

めに教育を保障し、その成果をあげようと同意した特色ある政策であり、ATSＩＣとDEETが

部分的に実施して行ったのである。これには次の四つの主要な柱の下に、２１の就学前教

育から高等教育までの長期教育目標を設定し、その財源をAESIPに求めたのである。すな

わち、①教育政策の決定について、アポリジニー・トーレス海峡島しょ民を含めること、

②彼らを全ての教育段階で受け入れること（機会均等）、③公正な教育参加の連成、④オ

ーストラリア人と同じ教育成果を挙げることを可能にする、というものであった。《２０)そ

してここに経済的にも、社会的にも不利な状況に置かれている彼らに対する教育面からの

保障を、彼らの参加のもとに政策の策定を行い、実施するについては政府が財源措置を保

障する体制が実質的に確立したのである。この政策は１９９０年からの３年計画で進めら

れ、１９９３年のAESIPの財源措置は２４億Ａ＄が支出されていた。（2i）１９９３年には

第２次３年計画が開始されているが、連邦政府はこの政策を１９９３年１０月に「国家ア

ポリジニー・トーレス海峡島しょ民教育検討グループ」（NationalReviewofEducation

forAboriginalandTorresStraitIslanderPeoples)を設置して再検討を始めている。

同グルプは１９９４年９月に検討結果を屈川・教育・訓練大臣に報告し、４４項目にわ

たる勧告をおこなった。（22)それは、上記の四つの主要な柱の２１の教育目標について検

討を加えているが、基本的にはNAEPは効果を挙げてはいるものの、政府とアボリジニー・

トーレス海峡島しょ民の問に平等な協力関係は今一歩との立場から勧告を行っている。例

えば、勧告の最初に「オーストラリアの全ての政府（州政府を指す－筆者注）は国家アボ

リジニー・トーレス海峡島しょ民のための教育政策への関与を再確認すること」（23》を挙

げ、これを勧告の基本的な態度としている。

現在の連邦政府、州政府はこの勧告にどのように対処していくかを注視する必要があるも

のの、アポリジニー・トーレス海峡島しょ民の参加による政策の策定という基本的態度に

は変わりないものといえよう。
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５．州段階のアボリジニ･-に対する教育政策一ＮＴの場合

ここでＮ'1,を取り上げた理由は、前記したように全人口に対するアボリジニーの割合が

約22.5％と、次に多いＷＡの約2.9%を大きく引き離し、彼らに対する教育の保障を教育政

策の中心に位置づける必要があるためである。

ＮＴは１８６３年からＳＡが管轄し、１９１１年から辿邦政府が直轄してきているが、

１９７７年に連邦政府はＮＴ自治政府として承認し、翌年（1978）から補助金を与えて州

としての機能を漸次移行してきて現在に至っている。教育而では１９７３年までＳＡが管

轄し、１９７３年から７８年までは連邦政府教育省、１９７９年からはＮＴ自治政府が責

任をもって管鶴している。日本の約４倍の広大な面積に人口は１９９３年現在で僅か16万

9,073人であり、その巾の22.5％の39,918人がアポリジニーという地域特性がある。（24》

ＮＴ自治政府が誕生する以前から教育政策はＳＡ或いは連邦政府により実施されており、

前項（４）で記した１９６９年の「アポリジニーの学習援助計画」や翌年の「アボリジニ

ー･中等教育補助金計画」などは、彼らを対象としたものであった。また、アボリジニー教

員養成機関のバチェラーカレッジも既にその機能を発揮していた。また、１９７７年の

「ＮＴアポリジニー教育協議会」（FEPPl)-(前掲）の役割も大きかった。連邦政府のアボ

リジニ教flf政施ｌｕ当猟(1)()１１Ⅱrl｣Ⅲ111t'ｓＡｌｌ０Ｉ･iMiMlIl(lucIll,ioIll》olicyUI1il,）と協ﾉjして

、アボリジニー共同体の特別の能力を持つ子どもや地域の教育要諦に見合う学習・教授ス

タイルを考案していた。（z5）

ＮＴ自治政府成立以降の独自の教育政策は１９８３年の「８０年代ＮＴ学校教育の方向」

（NTSclloolsDirectionfortlleEighties)で、最初の総合的な報告書であった。（z‘)こ

れが教育全般の政策作成の基盤になっているが、アポリジニーの教育保障についても、民

主主義国家で基本的人椛の保障、法の遵守の必要性、社会生活・市民生活への参加等の観

点から報告している。すなわち、アボリジニー教育への地域関与、アボリジニーの慣習の

学習、隔絶の克服、親と地域の責任の自覚と教育への地域参加等を雛げ、アポリジニーの

ための初等及び中等教育、さらには第二言語としての英語教育（EnglishasSecondLan-

guage-ESL)の重要性を明記し、組織的な援助の方針を打ち出した。１９８９年の「学校教

育発展のための行動計画、その施策と指針」（ActionPIanforSchoollmprovement:Pol‐

icyandGuidelines）の策定は、援助を促進する強い姿勢を示したといえる。（27)すなわ

ち、ＮＴ政府はＮＴの学校教育全体を発展させる計画の中で、彼らの教育機会の向上や学

校地域でなすべき義務を遂行させるなど、地域で優先すべき計画の実施を明記した。

ＮＴ政府のアボリジニの教育保陳のための施篭は、１９９０年の「アボリジニー教育

計画」（AboriginalEducationProgram‐AEP)と題する３年計画からであった。この計画

の成果については、ＡＥＰニュース第１号で①資本的工事、②教育課程、教育方法、教授計

而、③施設・設備に分けて明記している。《”》①ではホームランドセンターの建設や就学

前教育の学校の建設、さらに地域教育センター(CoInmunityEducationCentre-CEC)、泳浴

場の建設など６項目。②では地域連絡調整官の任命、辺地教員研修指導員の派遣、ホーム

ランドセンター･教育計画など１６項目。③では無線周波ラジオの配付、学校にコンピュー

ターの設置、成人向け識字計画、遠隔地教育設備など１８項目を記している。ＡＥＰはアボ

リジニーに対する教育の保障に大きな成果を挙げているといえる。また寺同年(1990)の「

アポリジニー学校教育教材計画」（AboriginalSchoolsCurriculumMaterialsProject-
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ASCMP)の策定も３年計画のもので、教育内容面からの保障という意味で大きな役割を果し

ている。（zII'アポリジニー学校での英語学習、ホームランドセンター･での教育、地域教育

センターー(CEC）支援の教材、数学・コンピューターの計画などがその内容であった。

ＮＴ政府は１９９２年にASCMPの第２次計画を策定したが、これはASCMPのスタッフが２

６回の教材開発研修をおこなって纏めたものであった。ＮＴ学習審議会もこれを了承し、

推進のための常任委員会（AborigiIlalEducationStandingComInitteeoftheNTBoard

o「S1udics）を設置した。そして翌年(1993)、委員会はASCMPの計画をもとに「ホームラ

ンドセンター教育者指導原理」（PrinciplestoGuideIlomelandCentreEducators）を作

成して、ホームランドセンターで教えている者の参考にさせたのである。この意図は①多

岐にわたる性格をもつホームランドセンターでの教育の方向性や意図を検討する必要がで

たことと、②そこで働く個々の教員の参考にすること、③大きいホームランドには教員や

アボリジニー教員助手、小さい所では巡回教員を派遣して教育要請に適応できる体制を作

ること、④カリキュラムは[Scho()ｌｏｆｔｈｅＢｕｓｌｌ]を副教材として使用させることなどを示

した‘，《3ｍこの計画のもとでＮＴではアボリジニーの教育を推進している。

以上、ＮＴ政府段階の政策を示したが、教育政策全体の中でアボリジニーの教育に関する

施輔が多くの部分を,皿)るとい．)、他(ﾉ)州ではみられない特色があることがｵ)かる’，これ

はアボリジニが人1ｺの５人に１人強の別合でいるという地域の特色から、寧ろ彼らの教

育を保障しなければならない社会的な背景があるところからのものといえよう。

６．学校・地域段階での教育の保障

ＮＴには１９９３年現在１７２校の学校（公立１４６、私立２６）があるが、その中で

アボリジニーのコミュニテイーの中にあるものが公立６０校、私立５校ある。これらの学

校には英語が第１言語でない学校が公立初等学校３１校、地域教育センター（CEC)８校、

私立５校の中３校もある。⑬''彼らのコミュニテイー･以外の公立、私立の初等・中等学校

にもアボリジニーの子弟が多く通学しているが、ここではアボリジニーだけが生活するコ

ミュニテイーの中を対象として考察する。

ｌ）ホームランドセンター学校（HomelandCentreSchool）

アポリジニーのコミュニテイー-の中にある学校の１８校はホームランドセンター学校で、

それぞれｌか所から１３か所の分教場(Outstation)をもって辺地に住む子どもの教育を保

障している。このホームランドセンター学校はアボリジニーのコミュニテイー以外でも４

校あり、合iI|･２２校とな‐,ている”ここでいうホームランドとは、アボリジニーが先祖代

々所有していた土地のことで、彼らはこの土地にコミュニテイーを形成しているわけで、

いわば彼らの生活基盤の場所である。この中心に設置された学校がホームランドセンター

学校でＹ７までの初等段階の子どもを対象として教育活動を行っている。

連邦政府も連邦アポリジニー問題担当局が「ホームランド教員助手計画」（HomelandAs‐

sistantTeacherProgram)を策定して１９８６年まで援助してきたが、以後はホームラン

ドセンター学校として教員助手を派遣している。１９８６年には４３人であった。（:’２，

とはいえ、ここにも通学出来ない辺地に住む子どもがおり、彼らのために分教場を設置し

て教育を受ける機会を保障し(ごいる。分教場をｌか所と２か所もつものが各７校で、最高

は１３か所の分教場をもつホームランドセンター学校が1校ある。（:':‘jここでのカリキュ
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ラムは副教材のlScho()ｌｏｆｔｌｌｅＢｕｓｈ］を使用しているが、６つのレベルで１２６単位か

ら成っている、辺地での教育保障の一形態をみることができる。

また、この中の８校は次項の地域教育センターを兼ねており、そこではホームランドセン

ター学校はその地域の中心とな-､ていたのである。

２）地域教育センター(CoInlnunityE(lucati《)ｎCentre‐ＣＥＣ）

１９８７年にアボリジニーコミュニテイー内の成人とＹ７以後の子どもを対象として、総

合的な教育を実施する目的で設置されたもので、上記のホームランドセンター学校を終え

た子ども等を対象とする教育機関である。１９８８年に８校が試行的に設置されたが、１

９９３年には１４校（公立１３、私立ｌ）に増加し、この中の８校はホームランドセンタ

ー学校を兼ねたものとなっている。’３．１》

教育内容は一般教養の識字、算数、言語の他、ＴＡＦＥでも資格が取得できる地域経営や

企業開発、自立経営方法などが含まれている‘》センターの性格からも地方や地域段階との

連携が強く、初級中等学校終了資格、ＮＴ中等通信制課程やその他の職業教育プログラム

の資格取得の準備教育を実施している｡これらのコースは地域の教育要請に合致するよう

に設定されており、他の教育機関たとえばＮＴオープンカレッジ、ＮＴ中等通信制学校、

遠隔地教育施設などとの迎拙を蜜にしている１，

職員組織は校長、初等段階担当の教頭（ホームランドセンター学校を兼ねている場合）、

成人段階の教育担当の教頭、アボリジニーの教員と補助教員（バチェラーカレッジの卒業

生）で構成されている.』教員の割合は生徒１６人に１人で、初等段階は２１人に１人とい

う状況である。１９８８年試行設置当時の地域教育センターの状況は次の通りで、センタ

ーの実態がわかろう。‘:I昂》

初等後段階初等人口氏族ﾎｰﾑﾗﾝドｾﾝﾀｰ教員ＴＡＦＥコース

Angurugu ５５１６３５５０１６１１５５

Barunga ４５６６４３０５９（１）４７

Borrolooka l2、１５２７００３２７１５

GaliwiIlku ３３３４２１３００１７９１６(2)l24

Maningrida ８１２７９１０ ５０９６１６l39

Milingimbi５８２２０６００２０６１５(4)２２１

Yirrakala ４２２１９４３０１２６１４(3)９６

YuCII(１１１mⅡ イ５２３７９００１２９(1)６９

（出典:DevelopmentofCommunityEducationCeIltresinAboriginalComInuniLies

oftheNorthernTerritory；ＮＴＤｅｐｔ・ｏｆEducation，1987）

（）内はアボリジニー教員

なお、ここで使用する教材は、ＮＴ教育省が企画したアポリジニー学校教育教材計画（AS

CMP)（前掲）により作成されている。上表からもわかるように、種々の氏族から成り立つ

アポリジニーの地域社会で、地域教育センターは彼ら自身や彼らの子弟の教育を受ける機

会を保障しており、その果たす役割は大きい。

３）言語教育計画
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アボリジニーのコミュニテイーにある公立初等学校６０校の中３１校、地域教育センタ

では１３校の中８校、私立では５校の中３校で、英語が第１言語でない状況については

前記した‘，ということは、言語教育が教育の保障という観点から誼要になっている,＞

そこで、１９７０年代終わりにアリススプリングス(AliceSprings）にあるトレーガー

パーク学校（TraegerParkSchool)で始められ、１９８５年始めからＮＴのアボリジニー

の全学校で導入を勧告され実施されている言語教育計画について考察する。

これは「トレーガーパーク言語計画」（TraegerParkLanguageProgram)といわれ、書物

での読書経験や印刷物で概念把握をする経験のない人に対する言語教育計画である。連邦

政府アボリジニー研究所、ＮＴ教育省南部事務所等からの援助のもとに就学前段階からＹ

４までの計画が開発されている。学習理論は１.Immersion(没頭),2.Demonstration(実演)，

3.ExPectatioI1(予想),4.Responsibility（責任),5.Approximations（近似),6.Employment

（使用),7.Feedback（フィードバック）という過程の中で学習させるものである。具体的

方法として、①はなす（興味ある活動を計画する、ゲストスピーカーを招く、話を劇化し

何度も繰り返し、違った子どもにも役をやらせる）、②言葉の手本を示す（好きな物語を

何度の繰り返し読む、活動の記録をビデオや写真に撮る）、③思い出させる（お祭りやペ

ッ|､ショーなどを企画し、何をしているのか、何故しているのかを話させて自分の意見を

もたせる）、④聞かせる（計画を繰り返し話させる、ロールプレイで実生活の中で役割を

理解させる）という過程で言語習得と言語認識を図ろうというものである。（”)この計画

は各方面から注目され、１９８８年には他の州や海外にも紹介されている。教育を受ける

機会が与えられても、言語が理解出来なければ効果を挙げることは無理である。この意味

でトレーガーパーク言語計画は、アボリジニーの多いＮＴのアリススプリングスで開発

された意義は大きい。教育を保障する政策を促進する際に有効な計画であり、今後更に全

土にどのように展開するか注視する必要があろう。

おわりに

本稿では、教育の保障を国民の側からは教育を受ける機会の保障、教育行政当局側から

は教育を全ての国民に与えることを保障するとの意味で考察を進めてきた｡オーストラリ

アのアポリジニーに対する教育を、この教育の保障という視点から考える場合、オースト

ラリアにおける彼らの立場を明確にしておく必要があろう。これに関しては、国家アボリ

ジニー・トーレス海峡島しょ民教育検討グループの報告書要約・勧告の最初に、赤線の二

粛枠に赤字で次のように記しているのから端的に理解できよう。㈹7）

｢アポリジニー・トー･レス海峡島しょ民はこの大陸の最初の民族であり、オーストラリ

アの先{主民族として譲渡できない権利をもつ。教育はこれらの権利の一つである。」

西欧人の移住から２００年以上を経過し、政治、経済、社会生活などオーストラリアとし

ての国家体制が確立したとはいえ、アボリジニー・トーレス海峡島しょ民が数は少ないも

のの先住民であることには変わりはない。彼らの権利の一つである教育を保障することは

連邦政府、州政府などに課せられた義務の一つであろう。

この視点から考察してきたが、連邦政府、州政府段階の彼らに対する教育の保障は積極的
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な政策の促進により着実にその成果を挙げつつあるといえよう。しかし、これらの取り組

みが実質的には１９７０年代からであり、その｣二彼らの慣習・生活意識が他のオーストラ

リア人と火きく異なっていることなどから、なお多くの問題を抱えていることは確かであ

る。オーストラリア国民全体の教育を保陣する義務をもつ連邦政府、州政府の方向と、ア

ボリジニー・トーレス海峡島しょ民の現状の改善を求める彼らの教育要請との間には種々

の隔たりがある。政府当局と彼らの思惑の違いをどのように埋めて行くかが今後の課題で

あろう《、１９９２年６月に最高裁判所がアボリジニーの土地所有権を認める判決（マボ判

決）を下し、翌年（1993）には「先住民土地所有権法」が成立した社会的背景の中で、彼

らの教育の権利をどのように保障していくかは重要な課題である。

本稿の考察で、彼らの生活基盤であるホームランドでも種々の取り組みがなされている

ことが明らかになった。今後は就学前から高等教育まで全ての段階で、彼らの教育に対す

る要望をどのように吸い上げて彼らの教育のレベルを上げていくかを注視することが必要

であり、我々にとっての課題であろう。
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[書評］

笹森健監訳『オーストラリア教育史』（青山社）

筑波大学大学院佐藤博志

本書はAlanBarcan著のAHistoryofAustralianEducation（Melbourne，OxfOrd

UniversityPress，1980)を翻訳したものである。この本は植民地創設以前から1970

年代末までのオーストラリア教育の展開をわが国に紹介することによって、オースト

ラリア教育の理解、研究の一助となることを意図している。わが国においてこのよう

な本が出版されるのは初めてのことであり、大変意義のあることといえよう。なお翻

訳は笹森会長の指導および福本会員の調整の下、本研究会の会員が担当した。

さて書評の作成にあたり一つおことわりをしておきたい。それは本書評が「オース

トラリア教育史』（訳書）ではなく、AHistoryofAustralianEducation（原書）

を対象としたものにならざるを得ないことである。これは現在（10月末）訳書が出版

されておらず、訳書全体の検討が不可能なためである。したがって以下では原書の概

要を紹介、検討する。訳書と原書では構成が若干異なるが、本書評が訳書の読者にと

って何らかの参考となれば幸いである。

原書の構成は次の通りである。

Preface

l・EducationamongsttheAustralianAboriginesp､１

２．EducationfortheSocialandMoralProblemsofaConvictColony ７

３．TheAttemptatanAnglicanMonopoly ２３

４．TheChurchesandEducationinNewSouthWalesl831-50４０

５．DenominationalRivalryinVanDiemen~ｓLand，WesternAustraliaand

SouthAustralia ６０

６．YearsofTurmo i l ， 1 8 5 1 - 5 6 ７ ６

７．Democracy，SecularismandEducationinEastemAustralial857-67９６

８．TheSlowGmwthofAdvancedEducatioｎｉｎｔｈｅｌ８６０ｓａｎｄｌ８７０ｓ ｌｌ７

９．nleCampaignfOrFree，CompulsoryandSecularSchooling，1867-85130

10．Curriculum，Teachers，MethodsandTheoryaboutl880155

11．ImplementingtheNewSystem，1880-1901175

12．Ａｎ Ｅ ｒ ａ ｏ ｆ Ｒ ｅ ｆ Ｏｒｍ，1902-16203

13．TheEducationalLadder，1914-38240

1 4 ． T heRefOrmso f l 9 3 8 - 4 7 ２ ７ ３
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15．TheSchoolsinTransitionl948-67296

16．UniversityandOtherPost-SecondaryEducationl948-67328

17．ＴｈｅＮｅｗＥｒａｉｎＥｄｕｃａｔｉｏｎ 345

18．TheLaborGovemmentandEducation，1972-75387

19．EducationinNewClimate ３９６

２０．Ａ、Overview ４０３

この構成からいくつかの特徴が見出せよう。第一に、第二次世界大戦以前、とりわ

け1901年の連邦結成以前に多くの紙幅がとられている。例えば１章で入植以前のアポ

リジニーの教育に言及し､：３章～５章で各宗派の競合を詳しく論じ、９章で無償、義

務、世俗化のいわゆる公教育三原則の成立過程を考察している。いずれも初期教育史

の重要事項であり、これらを一望できる点は便利である。一方、第二次世界大戦後に

ついては第15章で1960年代までの中等教育改革を詳述しているものの、1973年カーメ

ル・レポート(KarmelReport）以降の教育改革の検討は少ない。第二に、初等・中等

教育のみならず高等教育も対象としている。６章と８章で記述されたメルボルン大学

とシドニー大学の草創期の様子は興味深いし、１６章では1960年代の量的拡大期におけ

る大学の変容と1966年の高等専門学校(CollegeofAdvanceEducation)設置について

論じている。第三に筆者の関心領域に由来するのであろうが、教育課程、教授法の視

点が比較的重視されている。随所で教育課程の考察が行われているが、最終章の20章

では教育課程、教授法の視点から結論が述べられている。この部分は筆者の基本的立

場を理解するために注目しておく必要があろう。

以上、研究対象の時期、学校段階、研究の視点という３つの観点から原書の特徴を

指摘した。要するに、この本はオーストラリア教育史の全体的潮流を示すことに総力

をあげている。それゆえ、教育行政史などの専門的な知識を求める人にとっては物足

りないかもしれない。しかしこれは本書の批判にあたらない。なぜなら筆者自身が序

文(preface）で「本書はオーストラリア教育史の総合的研究を行うことによって、今

後の本格的な研究の契機となることも意図している。」と述べているからである。こ

のような筆者の期待をふまえて、本書を有効的に活用していきたい。

最後に著者AlanBarcanの略歴を紹介しておく。

シドニー大学(UniversityofSydney)卒業。教育学博士。ニューカッスル大学(Un-

iversityofNewcastle)の準教授(AssociateProfessor）を経て、現在、ニューカッ

スル大学名誉準教授(HonoraryAssociate)。代表的著作として、TwoCenturiesof

EducationinNewSouthWales（NewSouthWalesUniversityPress，1988）がある。

－５５－



ｵーｽﾄﾗﾘｱ教育研究会今年度活動報告
第４１回1994年12月３日

第一部研究発表

出光直樹（桜美林大学大学院）

『ニューサウスウエールズ大学の一般教育プログラム』

今井信光（国際文化フォーラム）

『オーストラリアの日本語教育の歴史一中等教育を中心に－』

笹森健（青山学院大学）

『BatchelorCollegeを通してのアボリジニーの教育』

第二部第３回オーストラリア教育研究会総会

第４２回1995年１月30日柳瀬和明（都立九段高校）

『高校の英語教科書にみるオーストラリア』

第４３回1995年２月21日吉田真紀（埼玉大学大学院）

『ニュージーランドにおける公教育運営に関する研究』

第４４回1995年３月22日笹森健（青山学院大学）

『西オーストラリア州の教育』

第４５回1995年４月25日笹森健（青山学院大学）

『北部準州（ＮＴ）の教育』

第４６回1995年５月29日隈本順子（メルボルン大学）

『オーストラリアの高等教育における日本語教育の現状』

第４７回1995年７月４日永田佳之（国立教育研究所）

『オーストラリアにおける高等教育機関の選考制度について』

第４８回1995年１０月９日見世千賀子（筑波大学）

『サウス・オーストラリアの教育』

第４９回1995年11月７日福本みちよ（青山学院大学大学Ｉ第４９回1995年11月７日福本みちよ（青山学院大学大学院）

『ニュージーランドの教育改革一EducationReviewOfficeを中心に－』
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第５章会計

本会の経費は会員の会費、その他の収入をもってこれにあてる。

本会の会計年度は毎年１２月１日に始まり、翌年11月３０日に終わる。

第２章会員

本会の目的に賛同し、オーストラリアの教育に関心を持つ者をもって会員とす

る。

本会の会員になるためには入会申込書を提出しなければならない。

会員は会費を負担するものとし会費は年額3,000円（学生2,000円）とする。

会員のうち３年間にわたって会費納入を怠ったものは、本会から除籍される。

第４条

条
条
条

５
６
７

第
第
第

第３章役 員

本会の事業を運営するために次の役員をおく。

会長１名幹事若干名監査２名事務局長１名

ｌ）会長は総会にて選出し、本会を代表するものとする。

２）幹事は会員の互選により選出する。欠員が生じた場合は、直ちに補充する。
３）監査は幹事会の議を経て会長が委嘱する。

４）事務局長は幹事会の謎を経て会長が委嘱する。

５）役員の任期は２年とし、重任を妨げない。

第８条

第９．条

第４章総会 及び幹事会

総会は本会最高決議機関であって年１回これを開催し、重要事項を決定する。
幹事会は会長及び幹事によって構成し、本会の重要事項を審議する。

第10条

第11条

オーストラリア教育研究会会11リ
第１章総則

第１条本会はオーストラリア教育研究会（ＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒＡｕｓｔｒａｌｉａｎＥｄｕｃａｔｉｏｎ

Ｓtudies）と称する。

第２条本会はオーストラリアの教育に関し、学術的に研究し、かつ教育現場の理解に

努め、もって日豪の相互理解及び交流を深めることを目的とする。

第３条本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

１．総会及び研究会の開催

２．研究年報または会報の発行

ａその他本会の目的達成に必要な事業

第12条

第13条

第６章雑則

本会の事務局は、東京都渋谷区渋谷４－４－２５青山学院大学文学部教育学
科笹森研究室におく。

本会則の改正は総会の決議による。

本会を運営するのに必要な細則は幹事会が定め、総会に報告する。

第14条

第15条

第16条

附則

本会の会則は、平成５年１２月４日より施行する。

附則

本会の会則は、平成６年12月３日より施行する。
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３８字×３４行（英文等は半角76字） とする。

リとする。

「オーストラリア教育研究」執筆要領

1.原稿形式（ワープロ作成完成）

・用紙は旦旦縦置き横書き、､３８字×３４征Ｇ

・上部余白２０ミリ、下部３０、左余白２０ミ１

・枚数は』-2-tk以内とする（図表、注を含む）。

・図表は張りつけても良い。

・１ページ目は５行分を次のように使用する。

１行目空き
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